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滋
賀
県
の
市
町
村
及
び
郡
の
変
遷

滋
賀
県
は
、
東
経
一
三
五
度
四
五
分
五
〇
秒
か
ら
一
三
六
度
二
七
分
一
九
秒
、
北
緯
三
四
度
四
七
分
二
七
秒
か
ら
三
五
度
四
二
分
一
三
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一
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四
八
）

秒
の
間
に
位
置
す
る
、
総
面
積
四
〇
一
七
・
三
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
日
本
の
国
土
の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
、
全
国
三
八
番
目
の
面

積
を
有
す
る
都
道
府
県
で
あ
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
面
積
は
七
九
三
四
・
四
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
平
均
面
積
の
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
強
の
面
積
を
有
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
滋
賀
県
に
は
県
の
総
面
積
の
約
六
分
の
一
に
あ
た
る
、

六
七
〇
・
二
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
面
積
を
有
す
る
琵
琶
湖
が
あ
り
、
こ
の
内
海
水
面
積
を
除
く
三
三
四
七
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
陸
地
面

積
で
考
え
た
場
合
に
は
、
鳥
取
県
と
佐
賀
県
の
間
に
位
置
す
る
全
国
四
一
番
目
の
面
積
を
有
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
平
均

面
積
の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
滋
賀
県
の
人
口
は
一
三
九
万
四
四
七
二
人
で
、
日
本
の
人
口
の

一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
、
全
国
二
八
番
目
の
人
口
を
有
す
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
都
道
府
県
の
平
均
人
口
二
七
万

一
九
一
二
八
人
か
ら
み
る
と
、
平
均
人
口
の
約
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
存
在
し
て
い
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
1
）

。

滋
賀
県
は
近
畿
地
方
の
東
端
に
位
置
し
、
中
部
地
方
の
う
ち
北
陸
三
県
の
西
端
に
位
置
す
る
福
井
県
、
東
海
地
方
の
北
西
の
端
に
位
置

す
る
岐
阜
県
と
西
端
に
位
置
す
る
三
重
県
、
近
畿
地
方
の
京
都
府
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
部
地
方
と
近
畿
地
方
の
二
つ
の
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
所
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
を
東
日
本
と
西
日
本
に
分
け
た
場
合
、
東
日
本
に
は
北
か
ら

北
海
道
、
東
北
六
県
、
関
東
一
都
六
県
、
中
部
一
〇
県
の
一
都
一
道
二
二
県
の
合
計
二
四
都
道
県
が
存
在
し
、
西
日
本
に
は
南
か
ら
九
州

八
県
、
四
国
四
県
、
中
国
五
県
、
近
畿
二
府
四
県
の
合
計
二
三
府
県
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
西
日
本
の
最
東
端
と
し
て
東
日

本
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
滋
賀
県
は
北
海
道
か
ら
数
え
て
き
た
場
合
に
は
二
五
番
目
に
、
沖
縄
県
か
ら
数
え
て
き
た
場

合
に
は
二
三
番
目
に
位
置
す
る
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
み
た
場
合
、
日
本
の
都
道
府
県
の
数
字
上
の
中
心
と
な
る

二
四
番
目
の
都
道
府
県
は
福
井
県
か
三
重
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
経
度
で
み
た
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
は
東
経
一
三
五
度
四
五
分
五
〇
秒
か
ら
一
三
六
度
二
七
分
一
九
秒
の
間
に
、
三
重
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
四
九
）

県
は
東
経
一
三
五
度
五
一
分
一
二
秒
か
ら
一
三
六
度
五
九
分
一
五
秒
の
間
に
、
福
井
県
は
東
経
一
三
五
度
二
六
分
五
八
秒
か
ら
一
三
六
度

四
九
分
五
六
秒
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
緯
度
で
み
た
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
は
北
緯
三
四
度
四
七
分
二
七
秒
か
ら
三
五
度

四
二
分
一
三
秒
の
間
に
、
三
重
県
は
北
緯
三
三
度
四
三
分
二
二
秒
か
ら
三
五
度
一
五
分
二
八
秒
の
間
に
、
福
井
県
は
北
緯
三
五
度
二
〇
分

三
六
秒
か
ら
三
六
度
一
七
分
四
四
秒
の
間
に
位
置
し
て
い
る
（
2
）

。
そ
れ
ゆ
え
西
か
ら
経
度
で
み
た
場
合
、
福
井
県
は
京
都
府
と
滋
賀
県
と
岐

阜
県
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
西
か
ら
都
道
府
県
を
数
え
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
京
都
府
の
次
に
福
井
県
、
滋
賀
県
、
三
重
県
と

続
く
こ
と
に
な
り
、
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
か
ら
経
度
で
み
た
場
合
、
東
か
ら
三
重
県
、
福
井
県
、

滋
賀
県
の
順
番
に
な
る
が
、
ほ
ぼ
三
県
が
縦
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
そ
の
差
は
小
さ
い
。
そ
れ
ゆ
え
日
本
の
二
四
番

目
の
都
道
府
県
、
す
な
わ
ち
数
の
う
え
か
ら
見
た
日
本
の
都
道
府
県
の
中
心
の
候
補
に
は
、
滋
賀
県
と
三
重
県
と
福
井
県
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

都
道
府
県
の
順
番
を
地
理
的
な
つ
な
が
り
で
数
え
て
い
っ
た
場
合
に
は
、
三
重
県
に
滋
賀
県
が
接
し
滋
賀
県
に
福
井
県
が
接
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
福
井
県
の
順
番
に
な
り
、
こ
の
視
点
か
ら
も
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
福
井
県
は
日
本
海
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
北
に
位
置
す
る
県
と
、
三
重
県
は
太
平
洋
に
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
南
に
位
置
す
る

県
と
と
ら
え
れ
ば
、
両
県
に
挟
ま
れ
た
滋
賀
県
が
日
本
の
二
四
番
目
の
都
道
府
県
、
す
な
わ
ち
数
の
上
で
は
中
心
に
位
置
す
る
県
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
三
重
県
を
近
畿
地
方
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
、
こ
の
視
点
に
立
っ
た
場
合
に
も
滋
賀
県
が
二
四
番
目
の
都
道
府
県
と

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
、
自
県
を
「
日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
り
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
3
）

。
さ
ら
に
滋
賀
県
に
は
日
本
最

大
の
淡
水
湖
で
あ
る
琵
琶
湖
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
都
道
府
県
の
中
心
と
し
て
の
シ
ン
ボ
ル
を
琵
琶
湖
だ
と
考
え
れ
ば
、
ま

さ
に
琵
琶
湖
が
存
在
す
る
滋
賀
県
を
「
日
本
の
中
心
（
臍
・
へ
そ
）」
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
な
お
日
本
各
地
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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〇
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理
由
か
ら
、
自
ら
の
地
域
を
「
日
本
の
中
心
（
へ
そ
）」
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。

日
本
の
緯
度
と
経
度
か
ら
見
た
場
合
に
は
兵
庫
県
西
脇
市
が
そ
の
中
心
と
な
る
。
緯
度
と
経
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
人
口
を
二
等
分

す
る
線
に
お
い
て
緯
度
線
と
経
度
線
が
交
わ
る
中
央
値
中
心
は
長
野
県
飯
田
市
で
あ
る
。
日
本
の
国
土
の
重
心
は
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
の

沖
合
の
、
北
緯
三
七
度
三
〇
分
五
二
秒
と
東
経
一
三
七
度
四
二
分
四
四
秒
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
日
本
の
人
口
の
重
心
を
見
て
い
く
と
、

一
八
七
二
年
に
は
東
経
一
三
六
度
付
近
す
な
わ
ち
琵
琶
湖
西
岸
で
あ
っ
た
も
の
が
徐
々
に
東
に
移
動
し
て
い
き
、
一
八
九
〇
年
に
は
琵
琶

湖
の
北
部
の
湖
の
中
と
な
っ
た
。
一
九
〇
三
年
に
は
現
在
の
長
浜
市
の
ほ
ぼ
琵
琶
湖
に
近
接
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
人
口
の
重

心
は
岐
阜
県
内
に
移
動
し
、
現
在
で
は
岐
阜
県
関
市
の
北
緯
三
五
度
三
六
分
二
〇
・
六
五
秒
、
東
経
一
三
七
度
〇
〇
分
二
七
・
四
三
秒
と

な
っ
た
。
約
一
六
〇
年
で
ほ
ぼ
東
経
で
一
度
分
東
に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
人
口
が
東
日
本
特
に
東
京
圏
で
増
加

し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
口
の
重
心
で
も
か
つ
て
滋
賀
県
は
日
本
の
中
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。

滋
賀
県
は
古
来
よ
り
関
東
・
北
陸
と
京
・
大
阪
を
結
ぶ
要
所
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
大
津
市
は
交
通
の
要
所
で
あ
り
、

京
阪
神
か
ら
東
海
道
新
幹
線
、
東
海
道
線
、
名
神
高
速
道
路
な
ど
が
大
津
を
経
由
し
、
米
原
を
通
っ
て
中
京
圏
や
東
海
地
域
そ
し
て
関
東

さ
ら
に
北
日
本
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
東
海
道
（
国
道
一
号
線
）
も
京
阪
神
か
ら
大
津
を
通
り
鈴
鹿
を
経
由
し
て
東
海
・
関
東
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
。
大
津
か
ら
湖
西
線
経
由
で
北
陸
本
線
を
利
用
す
れ
ば
日
本
海
側
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
大
津
か
ら
米
原
に
行
き
、
北

陸
本
線
や
北
陸
自
動
車
道
な
ど
を
利
用
し
て
日
本
海
側
に
向
か
う
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
ま
さ
に
滋
賀
県
は
東
日
本
と
西
日
本
、
太
平
洋

側
（
東
海
）
と
日
本
海
側
（
北
陸
）
を
結
ぶ
交
通
路
の
結
節
点
で
あ
り
、
交
通
路
か
ら
見
て
も
日
本
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

滋
賀
県
は
ま
た
、
京
都
に
近
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
近
世
ま
で
の
政
治
に
お
い
て
も
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
。
大
化
の
改
新
後
の

八
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
一
）

六
六
七
（
天
智
六
）
年
に
は
大
津
遷
都
が
行
わ
れ
、
六
七
二
（
天
武
元
）
年
の
飛
鳥
遷
都
ま
で
、
大
津
は
日
本
の
首
都
の
地
位
に
あ
っ
た
。

ま
た
七
八
八
（
延
暦
七
）
年
に
は
最
澄
に
よ
っ
て
比
叡
山
に
延
暦
寺
が
創
建
さ
れ
、
日
本
の
仏
教
や
文
化
さ
ら
に
政
治
に
ま
で
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
。
水
路
が
重
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
琵
琶
湖
は
通
商
の
み
な
ら
ず
軍
事
的
に
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い

た
。
そ
れ
ゆ
え
一
五
七
六
年
に
は
織
田
信
長
に
よ
っ
て
琵
琶
湖
東
岸
の
安
土
山
（
現
在
の
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
安
土
町
）
に
安
土
城
が
建
造

さ
れ
、
日
本
政
治
の
一
つ
の
中
心
地
と
も
な
っ
た
（
5
）

。
滋
賀
県
の
領
域
は
律
令
制
の
時
代
の
近
江
国
と
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
明
治
維
新

後
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
現
在
の
滋
賀
県
に
は
大
津
県
と
長
浜
県
（
の
ち
犬
山
県
に
改
称
）
が
お
か
れ
、

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
大
津
県
は
滋
賀
県
に
改
称
さ
れ
、
犬
山
県
を
併
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
滋
賀
県
が
誕
生
し
た
（
6
）

の
で

あ
る
。

滋
賀
県
に
は
表
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
明
治
の
大
合
併
以
前
に
二
八
二
町
一
三
九
三
村
の
合
計

一
六
七
五
町
村
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
四
月
一
日
の
「
市
制
町
村
制
」
の
施
行
を
受
け
て
実
施
さ
れ
た
「
明

治
の
大
合
併
」
の
結
果
、
六
町
一
八
九
村
の
合
計
一
九
五
町
村
ま
で
合
併
が
進
展
し
た
。
郡
は
一
三
存
在
し
た
が
、
一
八
九
七
（
明
治

三
〇
）
年
に
西
浅
井
郡
が
伊
香
郡
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
一
二
郡
と
な
り
平
成
の
大
合
併
ま
で
存
続
し
た
。
し
か
し
現
在
は
、
蒲
生

郡
（
二
町
）
と
愛
知
郡
（
一
町
）
と
犬
上
郡
（
三
町
）
の
三
郡
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
明
治
の
大
合
併
以
前
は
全
国
七
万
一
三
一
四

町
村
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
町
村
が
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
明
治
の
大
合
併
後
は
全
国
一
万
五
八
五
九
町
村
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な

り
、
割
合
か
ら
見
れ
ば
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
大
津
町
が
大
津
市
と
な
り
滋
賀
県
内
に
市
が
誕
生
し
た
の

は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
に
彦
根
市
が
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
長
浜
市

が
誕
生
し
て
い
る
。
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表 1  滋賀県内市町村の変遷
廃藩置県 現在の名称 市町村の変遷 年　代 特記事項 市町村の異動 郡／地域 明治の大合併 備　　考

大津県
（1871年）

大津市

大津村 1889（M22）年 町制施行 大津町となる

明治22年 4 月 1 日

滋賀郡
1町（大津町）
14村

栗太郡
4村

合計： 2郡
1町
18村

大津町 1898（M31）年 市制施行 大津市となる

滋賀郡

大津市

1932（S 7 ）年 滋賀村編入

1933（S 8 ）年
膳所町編入
石山村編入

1951（S26）年

大石村編入
下田上村編入

栗太郡

坂本村編入
下阪本村編入
雄琴村編入

滋賀郡

1967（S42）年
瀬田町編入 栗太郡
堅田町編入 滋賀郡

2001（H13）年 市制変更 特例市となる
2006（H18）年 志賀町編入 滋賀郡
2009（H21）年 市制変更 中核市となる

草津市

草津町

1954（S29）年
合併

市制施行

草津町

栗太郡
栗太郡
6村草津市

志津村
老上村
山田村
笠縫村
常盤村

1956（S31）年 境界変更 栗東町の一部

守山市

守山町
合体：
領域拡大

1955（S30）年 合体

守山町 栗太郡・野洲郡
栗太郡
1村
野洲郡
6村

合計： 2郡
7村

物部村と守山村が合併
小津村
玉津村
河西村
速野村

野洲郡

1957（S37）年 編入 中洲村の一部

守山市
1970（S45）年 市制施行 守山市となる

↓
2010（H22）年 境界変更 野洲市の一部

栗東市

1953（S29）年
栗東町誕生

合併
町制施行

治田村

栗太郡
栗太郡
4村

大津市と合併

滋賀県に
改称

（1872年）

葉山村
金勝村

合　併
大宝村

栗東町 1981（S56）年 境界変更 草津市の一部
栗東市 2001（H13）年 市制施行 栗東市となる

野洲市
野洲町 2004（H16）年

合併
市制施行

野洲町
中主町

野洲郡
野洲郡
6村野洲市

湖南市
2004（H16）年
合併

市制施行
石部町

甲賀郡
甲賀郡
4村湖南市 甲西町

甲賀市

甲賀町

2004（H16）年
合併

市制施行

甲賀町

甲賀郡
甲賀郡
21村

合　併
甲賀市

水口町
土山町
甲南町
信楽町

高島市

高島町

2005（H17）年
合併

市制施行

高島町

高島郡
高島郡
17村

合　併
高島市

マキノ町
今津町
朽木村
安曇川町
新旭町

近江八幡市 近江八幡市 2010（H22）年
近江八幡市
安土町編入

野洲郡 1村
蒲生郡 1町 9村蒲生郡

東近江市 東近江市

2005（H17）年
合併

東近江市誕生

八日市市
蒲生郡 7村
神崎郡 1町 9村
愛知郡 6村

合計： 3郡
1町22村

永源寺町 蒲生郡・神崎郡 近江八幡市と合併
五個荘町 神崎郡 東近江市となる
愛東町

愛知郡
湖東町

2006（H18）年
能登川町編入
蒲生町編入

神崎郡
東近江市となる

蒲生郡
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
三
）

日野町 日野町
1955（S30）年
合併

日野町
西大路村
鎌掛村
東桜谷村
西桜谷村
南比都佐村
北比都佐村

蒲生郡
蒲生郡
1町
5村

竜王町 竜王町 1955（S30）年 町制施行
鏡山村

蒲生郡
蒲生郡
2村苗村

小　計 10市 2 町

長浜県
（1871年）

↓

犬上県
に改称

（1871年）

↓

大津県
（1872年）

彦根市

彦根町

1937（S12）年
合併

市制施行

彦根町

犬上郡

神崎郡
1村
愛知郡
2村
坂田郡
1村
犬上郡
1町
10村

合計： 4郡
1町14村

彦根市

松原村
青波村
北青柳村
福満村
千本村

1942（S17）年
磯田村編入
南青柳村編入

1950（S25）年 日夏村編入
1952（S27）年 鳥居本村編入 坂田郡

1956（S31）年
川瀬村編入
亀山村編入 犬上郡

1957（S32）年 高宮町編入
1968（S43）年 稲枝町編入 愛知郡

愛荘町
2006（H18）年
合併

町制施行
秦荘町

愛知郡
愛知郡
4村

愛知川町
愛荘町 愛荘町

豊郷町
豊郷村

1956（S31）年
合併

豊郷村 愛知郡
愛知郡 1村
犬上郡 1村

日枝村 犬上郡
豊郷町 1971（S46）年 町制施行 豊郷町 犬上郡

甲良町
1955（S30）年
合併

町制施行
東甲良村
西甲良村

犬上郡 犬上郡
2村

甲良町 甲良町 犬上郡

多賀町 多賀町
1955（S30）年
合併

多賀町
脇ヶ畑村
大滝村

犬上郡
犬上郡
5村

米原市
米原町

2005（H17）年
2.14. 合併

市制施行
米原町
山東町
伊吹町

坂田郡
東浅井郡 1村
坂田郡10村
合計： 2郡
11村米原市 2005（H17）年 10.1. 編入 近江町編入 坂田郡

長浜市 長浜市

2006（H18）年 新設合併
長浜市

坂田郡 1町 5村
東浅井郡11村
伊香郡11村
西浅井郡 2村

合計： 4郡
1町29村

現在の長浜市は
2006年に新設合併
によって誕生した
が、（旧）長浜市は
1943（昭和18）年 4
月 1日に坂田郡の
長浜町と 6村の合
併によって誕生し
ている。

浅井町
びわ町

東浅井郡

2010（H22）年 編入

虎姫町編入
湖北町編入

東浅井郡

高月町
伊香郡木之本町

余呉町
西浅井町 西浅井郡

小　計 3市 4町 明治21年（大合併前）
282町1393村（計1675）合　計 13市 6 町 13郡 6 町189村（計195）

註：滋賀県編『県政情報』「県内の市町村一覧」と読売新聞『都道府県別データブック』等を参照し作成した。八
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一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
一
〇
月
一
日
の
「
町
村
合
併
促
進
法
」
施
行
す
な
わ
ち
「
昭
和
の
大
合
併
」
実
施
直
前
に
は
、
滋
賀
県
の

市
町
村
は
三
市
二
四
町
一
三
三
村
の
合
計
一
六
〇
市
町
村
で
あ
り
、
郡
は
一
三
郡
で
あ
っ
た
。
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
の
「
昭
和
の

大
合
併
」
終
了
時
点
に
は
六
市
四
〇
町
七
村
の
合
計
五
三
市
町
村
と
な
り
、
市
は
二
倍
に
、
町
は
一
・
六
倍
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
村

は
四
〇
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
、
全
体
で
は
三
分
の
一
に
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
、
全
国
三
七
四
二
市
町
村
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
存

在
す
る
か
た
ち
で
昭
和
の
大
合
併
が
終
了
し
た
。
面
積
や
人
口
が
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
る
と
、
若
干
市
町
村
数
が
多
い

県
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
7
）

。

滋
賀
県
が
交
通
の
要
地
で
あ
る
こ
と
は
人
口
増
加
率
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
平
成
二
三
年
の
人
口
増
加
率
は
全
国
平
均
で
マ
イ
ナ
ス

〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
の
都
県
は
上
か
ら
〇
・
五
九
の
沖
縄
県
、
〇
・
二
八
の
東
京
都
、
〇
・
一
九
の
滋
賀
県
、
〇
・
一
七
の

埼
玉
県
、
〇
・
一
四
の
福
岡
県
、
〇
・
一
一
の
神
奈
川
県
、
〇
・
〇
八
の
愛
知
県
の
七
都
県
だ
け
で
あ
る
。
平
均
値
以
上
の
府
県
も
、
マ
イ

ナ
ス
〇
・
〇
三
の
千
葉
県
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
〇
五
の
大
阪
府
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
一
の
兵
庫
県
、
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
七
の
三
府
県
だ
け
で
あ
る
。

沖
縄
県
を
除
く
三
大
都
市
圏
で
考
え
る
と
、
千
葉
県
だ
け
が
若
干
の
マ
イ
ナ
ス
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
東
京
圏
へ
の
人
口
集
中
の
大
き

さ
が
理
解
で
き
る
。
中
部
圏
で
は
愛
知
県
が
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
近
畿
圏
で
は
大
阪
府
、
京
都
府
、
兵
庫
県
が
若
干
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
滋
賀

県
に
人
口
が
集
ま
っ
て
い
る
。
日
本
全
体
の
マ
イ
ナ
ス
傾
向
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
の
人
口
は
戦
後
の
四
大
工
業
地
帯
を
形
成
し
て
い
た
地

域
を
中
心
に
集
中
す
る
傾
向
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
近
畿
圏
で
は
滋
賀
県
に
人
口
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
市
で
見
た
場
合
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
上
か
ら
栗
東
市
（
一
・
八
一
）、
草
津
市
（
一
・
一
八
）、
守
山
市
（
〇
・
九
七
）、
大
津

市
（
〇
・
五
一
）、
野
洲
市
（
〇
・
四
）、
彦
根
市
（
〇
・
二
四
）、
近
江
八
幡
市
（
〇
・
一
七
）
で
あ
り
、
彦
根
市
を
除
く
と
大
津
市
周
辺
に
集
中

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
8
）

。
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
五
）

二　

全
国
総
合
開
発
計
画
と
滋
賀
県
の
広
域
行
政

日
本
の
地
方
行
政
の
特
徴
の
一
つ
は
、「
明
治
の
大
合
併
」・「
昭
和
の
大
合
併
」・「
平
成
の
大
合
併
」
と
い
う
政
策
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
地
方
分
権
と
広
域
行
政
の
進
展
が
並
行
す
る
形
で
推
進
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
地
方
行
政
が
広
域
化
を
前
提

と
し
た
効
率
化
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
も
い
え
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
合
併
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
規
模
拡
大
が
推
進

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
か
た
ち
で
の
広
域
行
政
の
進
展
も
推
進
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
事
務
の
共
同
処
理

の
た
め
の
代
表
的
な
手
段
で
あ
る
一
部
事
務
組
合
は
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
の
二
二
〇
二
組
合
か
ら
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
に

は
三
〇
三
九
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
当
時
の
市
町
村
が
三
二
五
六
で
一
部
事
務
組
合
の
構
成
団
体
数
が
二
五
、九
八
八
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
一
組
合
の
構
成
団
体
数
は
平
均
八
・
六
で
あ
り
、
一
つ
の
市
町
村
は
平
均
八
つ
の
一
部
事
務
組
合
に
参
加
し
て
い
た
（
9
）

。
こ
の
一
部
事

務
組
合
設
置
の
基
礎
の
一
つ
が｢

郡｣

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
郡
が
、
市
町
村
を
超
え
た
広
域
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
単
位
と
な
る

よ
う
な
、
何
ら
か
の
地
理
的
な
交
流
圏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
、
高
度
経
済
成
長
の
中
で
進
展
し
て
い
た
現
象
の
一
つ
に
、
四
大
工
業
地
帯
へ

の
産
業
と
人
口
の
集
中
に
よ
り
発
生
し
た
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
地
域
格
差
の
拡
大
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
池
田
内
閣
は
、
こ
の
解
決
策

の
一
つ
と
し
て
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
に
、「
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
目
標
と
し
た
全
国
総
合
開
発
計
画
（
全
総
）
を
採

用
し
た
。
表
2
に
あ
る
よ
う
に
、
国
は
全
総
推
進
の
た
め
に
同
年
に
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
を
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
は
工

業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
を
制
定
し
、
全
国
に
一
五
の
新
産
業
都
市
と
六
つ
の
工
業
整
備
特
別
地
域
を
設
定
し
た
。
し
か
し
こ
の
拠

点
都
市
開
発
方
式
は
、
三
大
都
市
圏
と
新
産
業
都
市
や
工
業
整
備
特
別
地
域
の
発
展
に
は
大
き
く
貢
献
し
た
が
、
地
域
格
差
の
縮
小
に
は
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表
2
 

全
国
総
合
開
発
計
画
の
概
要

全
国
総
合
開
発
計
画

新
全
国
総
合
開
発
計
画

第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画

第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画

21世
紀
の

国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

国
土
形
成
計
画

閣
議
決
定
時
期

1962（
昭
和
37年

）10月
5
日

1969（
昭
和
44）年

5
月
30日

1977（
昭
和
52）年

11月
4
日

1987（
昭
和
62）年

6
月
30日

1998（
平
成
10）年

3
月
31日

2008（
平
成
20）年

7
月

担
当
内
閣

池
田
内
閣

佐
藤
内
閣

福
田
赳
夫
内
閣

中
曽
根
内
閣

橋
本
内
閣

福
田
康
夫
内
閣

目
標
年
次

1970（
昭
和
45）年

1985（
昭
和
60）年

昭
和
52年
か
ら
お
お
む
ね
10年
間

お
お
む
ね
2000（

平
成
12）年

2010-15（
平
成
22-27）年

2018（
平
成
30）年

期
　
　
間

8
年
間

16年
間

10年
間

お
お
む
ね
13年
間

平
成
12年
か
ら
17年

10年
間

背
　
　
景

1
．
    戦
後
復
興
か
ら
高
度
経
済
成

長
へ

2
．
  地
域
的
課
題
の
顕
在
化

　
①
過
大
都
市
問
題

　
②
地
域
間
格
差
の
拡
大

1
．
  高
度
経
済
成
長
策
の
継
続

2
．
  三
大
都
市
圏
等
大
都
市
へ
の

人
口
と
産
業
の
集
中

3
．
  情
報
化
、
国
際
化
、
技
術
革

新
の
進
展

1
．
  高
度
経
済
成
長
か
ら
安
定
経

済
成
長
へ（
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
の
影
響
：
1973年

）
2
．
  人
口
の
地
方
定
着
化
・
産
業

の
地
方
分
散

1
．
  東
京
一
極
集
中
の
顕
在
化

2
．
  産
業
構
造
の
急
速
な
変
化
等

に
よ
る
地
方
圏
の
雇
用
問
題

の
深
刻
化

3
．
  国
際
化
の
進
展

1
．
  東
京
一
極
集
中
と
景
気
停

滞
・
産
業
空
洞
化
・
国
際
化

2
．
  少
子
・
高
齢
社
会
の
到
来

3
．
  高
度
情
報
化
社
会（
IT
革

命
）

4
．
  生
活
様
式
等
の
多
様
化

1
．
  本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
の

到
来
と
急
速
な
高
齢
化
の
進

展
2
．
  グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
と
東

ア
ジ
ア
の
経
済
成
長

3
．
  情
報
通
信
技
術
の
発
達

基
本
目
標

地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展

豊
か
な
環
境
の
創
造

人
間
居
住
の
総
合
的
環
境
整
備

多
極
分
散
型
国
土
の
構
築

多
軸
型
国
土
構
造
の
形
成

多
様
な
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
築

基
本
的
な
課
題

1
．
  都
市
の
過
大
化
の
防
止
と
地

域
格
差
の
縮
小

2
．
  自
然
資
源
の
有
効
活
用

3
．
  資
本
、
労
働
、
技
術
等
の
諸

資
源
の
適
切
な
地
域
配
分

1
．
  長
期
に
わ
た
る
品
源
と
自
然

と
の
恒
久
的
保
護
、
保
存

2
．
  開
発
の
基
礎
条
件
整
備
に
よ

る
開
発
可
能
性
の
全
国
土
へ

の
拡
大
・
均
衡

1
．
  限
ら
れ
た
国
土
資
源
の
有
効

利
用（
省
エ
ネ
政
策
の
推
進
）

2
．
  地
域
特
性
や
歴
史
的
伝
統
的

文
化
に
根
ざ
し
た
居
住
環
境

の
総
合
的
整
備

1
．
  東
京
一
極
集
中
の
是
正（
遷

都
論
も
視
野
に
入
れ
る
）

2
．
  定
住
と
交
流
に
よ
る
地
域
の

活
性
化（
定
住
人
口
重
視
策

か
ら
交
流
人
口
重
視
政
策
へ

の
移
行
）

1
．
  水
平
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
社
会

の
構
築

2
．
  多
様
な
主
体
の
参
加
と
地
域

連
携
に
よ
る
国
土
造
り

3
．
  多
様
性
あ
る
地
域
の
創
造

1
．
  グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
人
口
減
少

に
対
応
す
る
国
土
の
形
成

2
．
  安
全
で
美
し
い
国
土
の
再
構

築
と
継
承

開
発
方
式

拠
点
開
発
方
式

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想

定
住
構
想

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
想

参
加
と
連
携

広
域
ブ
ロ
ッ
ク
構
想

関
連
諸
政
策
等

国
民
所
得
倍
増
計
画

太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
構
想

新
産
業
都
市
建
設
促
進
法

（
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
外
15ヶ

所
）

工
業
整
備
特
別
地
域
圏
説
促
進
法

（
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
6
ヶ
所
）

広
域
市
町
村
圏
設
定（
1969年

）
（
人
口
10万

人
以
上
：
338ヶ

所
）

地
方
生
活
圏
設
定（
1969年

：
178）
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏

設
定（
人
口
40万

人
以
上
：
24ヶ

所
）
日
本
列
島
改
造
計
画（
1972年

）
遷
都
論（
金
丸
案
：
1973年

）

モ
デ
ル
定
住
圏
構
想

（
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
1
都
府

県
1
ヶ
所
を
予
定
：
44ヶ

所
…
神

奈
川
県
は
指
定
な
し
）

テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
構
想（
26ヶ
所
）

頭
脳
立
地
に
よ
る
集
積
促
進
計
画

（
26ヶ
所
）

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
設
定

（
44都
道
府
県
：
81圏

域
）

リ
ゾ
ー
ト
整
備
計
画（
総
合
保
養

地
整
備
促
進
法
=
い
わ
ゆ
る
リ

ゾ
ー
ト
法
：
42ヶ
所
）

民
間
の
活
力
重
視（
民
活
法
）

バ
ブ
ル
経
済
の
発
生
と
崩
壊

四
つ
の
地
域
軸
の
形
成

　
北
東
国
土
軸

　
日
本
海
国
土
軸

　
太
平
洋
新
国
土
軸

　
西
日
本
国
土
軸

地
域
連
携
軸
構
想

首
都
機
能
移
転（
い
わ
ゆ
る
遷
都
）

論

定
住
自
立
圏
構
想（
22地

域
が
先

行
）
国
土
形
成
計
画
法
と
8
ブ

ロ
ッ
ク

　
①
東
北
圏
　
②
首
都
圏

　
③
北
陸
圏
　
④
中
部
圏

　
⑤
近
畿
圏
　
⑥
中
国
圏

　
⑦
四
国
圏
　
⑧
九
州
圏

北
海
道
総
合
開
発
計
画

沖
縄
振
興
計
画

備
　
　
　
　
考

公
害
の
全
国
へ
の
拡
散

計
画
当
初
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
し
、
二
つ
の
計
画
が
重
複
し
た

第
三
セ
ク
タ
ー
の
急
増

道
州
制
へ
の
移
行
や
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
国
際
交
流
の
基
盤
整
備

註
：
  国
土
庁
計
画
・
整
備
局
監
修
『
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
国
政
情
報
セ
ン
タ
ー
・
平
成
10年
、
本
間
義
人
著
『
国
土
計
画
を
考
え
る
　
開
発
路
線
の
ゆ
く
え
』
中
公
新
書
1461・

1999年
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
監
修

『
広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規
・
2005年

、『
21世

紀
の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』、
国
土
交
通
省
国
土
計
画
局
編
集
『
国
土
形
成
計
画（
全
国
計
画
）』
日
経
印
刷
・
2008年

7
月
等
を
参
照
し
作
成
し
た
。

八
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
七
）

効
果
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
昭
和
の
大
合
併
の
直
後
で
あ
り
、
政
府
は
広
域
行
政
の
推
進
に
は
消
極
的

で
あ
っ
た
。

佐
藤
内
閣
は
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
高
速
鉄
道
、
高
速
道
路
、
本
四
架
橋
、
本
土
と
北
海
道
を
結
ぶ
海
底
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の

整
備
あ
る
い
は
建
設
と
い
う
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
想
を
通
じ
た
、
豊
か
な
環
境
の
創
造
を
目
的
と
し
た
新
全
国
総
合
開
発
計
画
（
新
全

総
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
新
全
総
は
合
併
で
は
な
く
、
広
域
市
町
村
圏
と
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ

る
広
域
行
政
圏
や
、
単
数
も
し
く
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
地
方
生
活
圏
と
い
っ
た
、
広
域
的
な
行
政
圏
域
に
よ

る
事
務
の
共
同
処
理
方
式
を
採
用
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
昭
和
の
大
合
併
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
た
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
一
体
化
が
確
立

さ
れ
て
い
な
い
合
併
し
た
市
町
村
に
再
度
合
併
を
行
な
わ
し
め
る
こ
と
は
回
避
す
べ
き
と
の
考
え
が
あ
っ
た
（
10
）

。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
地
方
自

治
法
を
改
正
し
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
市
町
村
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
複
数
の
一
部
事
務
組
合
を
統
合
し
て
、
一
つ
の
一
部
事
務
組

合
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
複
合
一
部
事
務
組
合
の
設
立
を
容
認
し
た
。
一
部
事
務
組
合
減
少
の
要
因
の
一
つ
に
は
合
併

の
推
進
と
と
も
に
複
合
一
部
事
務
組
合
制
度
の
導
入
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

自
治
省
は
三
三
六
の
広
域
市
町
村
圏
と
二
四
（
後
に
広
島
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
設
定
さ
れ
二
五
と
な
っ
た
）
の
大
都
市
周
辺
地
域
広
域

行
政
圏
を
設
定
し
た
。
広
域
市
町
村
圏
は
お
お
む
ね
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
規
模
を
標
準
に
、
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
は
お
お
む

ね
人
口
四
〇
万
人
以
上
を
標
準
に
設
定
さ
れ
た
。
広
域
市
町
村
圏
の
平
均
人
口
は
一
九
万
人
、
平
均
面
積
は
一
、〇
六
三
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
圏
域
市
町
村
数
は
八
・
九
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
一
部
事
務
組
合
の
圏
域
に
類
似
し
て
い
る
。
面
積
は
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
（
郡
）

に
近
く
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
郡
の
面
積
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
11
）

。
同
時
期
に
、
建
設
省
は
一
七
九
の
地
方
生
活
圏
（
三
〇
五
の

二
次
生
活
圏
が
内
在
し
て
い
る
）
を
設
定
し
た
。
地
方
生
活
圏
は
お
お
む
ね
人
口
一
五
〜
三
〇
万
人
を
標
準
に
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
単

八
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
五
八
）

数
あ
る
い
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
を
単
位
と
し
た
。

表
3
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
滋
賀
県
は
県
内
を
七
地
区
に
区
分
し
て
い
る
。
そ
れ
を
当
時
の
市
町
村
で
見
た
場
合
、
大
津
市
と
滋
賀

町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
津
地
区
で
あ
る
。
草
津
市
・
守
山
市
・
栗
太
郡
栗
東
町
・
野
洲
郡
中
主
町
と
野
洲
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
南
部
地
区
で
あ
る
。
甲
賀
郡
の
石
部
町
・
甲
西
町
・
水
口
町
・
土
山
町
・
甲
賀
町
・
甲
南
町
・
信
楽
町
の
七
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
甲
賀
地
区
で
あ
る
。
高
島
郡
の
マ
キ
ノ
町
・
今
津
町
・
朽
木
村
・
安
曇
川
町
・
高
島
町
・
新
旭
町
の
五
町
一
村
で
構
成
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
高
島
地
区
で
あ
る
。
近
江
八
幡
市
と
八
日
市
市
と
蒲
生
郡
の
安
土
町
・
蒲
生
町
・
日
野
町
・
竜
王
町
の
四
町
と
神
崎
郡
の
永
源
寺

町
・
五
個
荘
町
・
能
登
川
町
の
三
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
東
近
江
地
区
で
あ
る
。
彦
根
市
と
愛
知
郡
の
愛
東
町
・
湖
東
町
・
秦
荘

町
・
愛
知
川
町
の
四
町
と
犬
上
郡
の
豊
郷
町
・
甲
良
町
・
多
賀
町
の
三
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
湖
東
地
区
で
あ
る
。
長
浜
市
と
坂
田

郡
の
山
東
町
・
伊
吹
町
・
米
原
町
・
近
江
町
の
四
町
と
東
浅
井
郡
の
浅
井
町
・
虎
姫
町
・
湖
北
町
・
び
わ
町
の
四
町
と
伊
香
郡
の
高
月

町
・
木
之
本
町
・
余
呉
町
・
西
浅
井
町
の
四
町
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
湖
北
地
区
で
あ
る
。

大
津
地
区
の
面
積
は
三
七
三
・
九
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県
の
面
積
の
一
一
％
を
占
め
、
人
口
は
二
八
万
七
五
〇
三
人
で
県
人
口
の

二
三
％
を
占
め
て
い
る
。
南
部
地
域
は
面
積
二
〇
六
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
約
六
％
、
人
口
二
四
万
九
〇
九
五
人
で
二
〇
％
を
占

め
て
い
る
。
甲
賀
地
域
は
面
積
五
五
二
・
一
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
四
％
、
人
口
一
三
万
七
〇
〇
五
人
で
一
一
％
を
占
め
て
い
る
。

東
近
江
地
域
は
面
積
五
七
九
・
三
二
平
方
キ
ロ
で
一
七
％
、
人
口
二
〇
万
九
〇
六
二
人
で
一
七
％
を
占
め
て
い
る
。
湖
東
地
域
は
面
積

三
六
〇
・
九
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
一
％
、
人
口
一
五
万
九
五
七
一
人
で
一
三
％
を
占
め
て
い
る
。
湖
北
地
域
は
面
積
七
六
二
・
五
四

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
三
％
、
人
口
一
六
万
三
九
〇
九
人
で
一
三
％
を
占
め
て
い
る
。
高
島
地
区
は
面
積
六
九
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
一
三
％
、
人
口
五
万
三
七
三
五
人
で
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

八
四
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滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
五
九
）

表
3
 

滋
賀
県
に
お
け
る
平
成
の
大
合
併
の
流
れ
と
広
域
行
政

全
国
総
合
開
発
計
画
と
市
町
村（
1999年

3
月
31日
現
在
）

平
成
の
大
合
併
後
の
市
町
村（
2012年

10月
1
日
現
在
）

滋
賀
県
内
の

市
町
村
の
地
域
割

広
域
市

町
村
圏

第
一
次

生
活
圏

リ
ゾ
ー

ト
構
想

地
方
拠
点

都
市
地
域

郡
／
地
域

市
町
村

人
　
口

（
1994年

）
面
　
積

市
町
村

人
　
口

（
2012年

）
人
口
比

面
　
積

面
積
比

定
住
自
立
圏
等

人
口
比

面
積
比

大
津
地
域

（
大
津
市
）

［
旧
大
津
市
、
旧
志
賀
町
］

大津湖南地域広域市町村圏

南部地域地方生活圏（大津湖南地域広域市町村圏と甲賀地域広域市町村圏は二次生活圏）

〇
大
津
市

268,430
302.24

大
津
市

336,223
0.24

464.1
0.12

0.47
0.18

〇
草
津
市

96,433
48.2

草
津
市

122,698
0.09

67.92
0.02

〇
守
山
市

60,619
44.18

守
山
市

78,039
0.06

55.73
0.01

南
部
地
域

（
草
津
市
）（
守
山
市
）

（
栗
東
市
）（
野
洲
市
）

［
旧
中
主
町
、
旧
野
洲
町
］

〇
志
賀
郡

志
賀
町

19,073
71.73

大
津
市
と
合
併

栗
太
郡

栗
東
町

46,680
52.75

栗
東
市

64,987
0.05

52.75
0.01

〇
野
洲
郡

中
主
町

11,341
20.94

野
洲
市

50,394
0.04

80.15
0.02

〇
野
洲
町

34,022
40.59

小
　
計

3
市
4
町

536,598
580.63

5
市

652,341
0.47

720.65
0.18

甲
賀
地
域

（
甲
賀
市
）

［
旧
水
口
町
、
旧
土
山
町
、
旧
甲

賀
町
、
旧
甲
南
町
、
旧
信
楽
町
］

（
湖
南
市
）

［
旧
石
部
町
、
旧
甲
西
町
］

甲賀地域広域市町村圏

甲
賀
郡

石
部
町

11,312
13.33

湖
南
市

52,737
0.04

70.49
0.02

0.1
0.14

〇
甲
西
町

37,850
57.16

水
口
町

32,501
68.93

甲
賀
市

91,569
0.07

481.69
0.12

土
山
町

9,940
127.15

甲
賀
町

12,209
71.64

甲
南
町

18,581
49.64

〇
信
楽
町

14,612
164.34

小
　
計

7
町

137,005
552.19

2
市

144,306
0.1

552.18
0.14

高
島
地
域

（
高
島
市
）

［
旧
マ
キ
ノ
町
、
旧
今
津
町
、
旧

朽
木
村
、
旧
安
曇
川
町
、
旧
新
旭

町
］

湖西地域広域市町村圏（地域経

済基盤強化対策推進地域）

〇

高
島
郡

マ
キ
ノ
町

6,532
78.34

高
島
市

52,583
0.04

693
0.17

0.04
0.17

〇
今
津
町

13,004
122.74

朽
木
村

2,593
165.77

△
安
曇
川
町

14,538
48.47

△
高
島
町

6,903
63.2

△
新
旭
町

10,165
32.84

小
　
計

5
町
1
村

53,735
511.36

1
市

52,583
0.04

693
0.17

生
活
圏
計

3
市
16町

1
村

727,338
1644.18

8
市

849,230
0.61

1965.83
0.49

0.61
0.49

八
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
六
〇
）

東
近
江
地
域

（
東
近
江
市
）

［
旧
八
日
市
市
、
旧
永
源
寺
町
、

旧
五
個
荘
町
、
旧
愛
東
町
、
旧
湖

東
町
、
旧
能
登
川
町
、
旧
蒲
生

町
］

（
近
江
八
幡
市
）

［
旧
近
江
八
幡
市
、
旧
安
土
町
］

（
日
野
町
）（
竜
王
町
）

中部地域広域市町村圏

中部地域地方生活圏

〇
滋賀中部地方拠点都市地域

近
江
八
幡
市

66,280
76.97

近
江
八
幡
市

80,810
0.06

177.39
0.04

0.17
0.18

八
日
市
市

41,854
52.6

東
近
江
市

114,153
0.08

388.58
0.1

蒲
生
郡

安
土
町

12,145
24.3

近
江
八
幡
市
と
合
併

蒲
生
町

12,619
34.66

東
近
江
市
と
合
併

日
野
町

23,239
117.62

日
野
町

22,404
0.02

117.63
0.03

〇
竜
王
町

13,172
44.5

竜
王
町

12,818
0.01

44.52
0.01

神
崎
郡

永
源
寺
町

6,722
181.27

東
近
江
市
と
合
併

五
個
荘
町

10,450
16.28

△
能
登
川
町

22,581
31.12

小
　
計

2
市
7
町

209,062
579.32

2
市
2
町

230,185
0.17

728.12
0.18

湖
東
地
域

（
彦
根
市
）（
愛
荘
町
）

［
旧
秦
荘
町
、
旧
愛
知
川
町
］

（
豊
郷
町
）（
甲
良
町
）（
多
賀
町
）

琵琶湖東北部広域市町村圏

東北部地域地方生活圏

△

琵琶湖東北部地方拠点都市地域

彦
根
市

101,680
98.15

彦
根
市

110,314
0.08

196.84
0.05

湖
東
定
住
自
立
圏

愛
知
郡

愛
東
町

5,840
40.89

東
近
江
市
と
合
併

湖
東
町

9,401
26.53

秦
荘
町

8,403
25.04

愛
荘
町

20,221
0.01

37.95
0.01

愛
知
川
町

9,284
12.94

湖
東
定
住
自
立
圏

犬
上
郡

豊
郷
町

7,281
7.78

豊
郷
町

7,301
0.005

7.82
0.002

153,414
392.16

甲
良
町

8,897
13.66

甲
良
町

7,685
0.006

13.62
0.003

0.11
0.1

多
賀
町

9,145
135.93

多
賀
町

7,893
0.006

135.93
0.03

小
　
計

159,931
360.92

1
市
4
町

153,414
0.11

392.16
0.1

湖
北
地
域

（
米
原
市
）

［
旧
山
東
町
、
旧
伊
吹
町
、
旧
米

原
町
、
旧
近
江
町
］

（
長
浜
市
）

［
旧
長
浜
市
、
旧
浅
井
市
旧
び
わ

町
、
旧
虎
姫
町
、
旧
湖
北
町
、
旧

高
月
町
旧
木
之
本
町
、
旧
余
呉
町
、

旧
浅
井
町
］

〇
長
浜
市

55,755
45.46

長
浜
市

121,272
0.09

680.79
0.17

東
浅
井
郡

浅
井
町

12,803
87.09

虎
姫
町

6,296
9.45

長
浜
市
定
住
自
立
圏

（
長
浜
市
が
単
位
）

△
湖
北
町

9,373
29.08

△
び
わ
町

8,095
16.98

伊
香
郡

高
月
町

10,610
28.27

121,272
680,79

木
之
本
町

10,048
88.44

0.09
0.17

〇
余
呉
町

4,689
167.62

〇
西
浅
井
町

5,304
67.05

△

坂
田
郡

山
東
町

12,860
53.11

米
原
市

40,371
0.03

250.46
0.06

0.03
0.06

△
伊
吹
町

6,227
109.17

米
原
町

12,815
42.78

△
近
江
町

9,034
18.04

小
　
計

2
市
19町

323,480
1,123.46

2
市

161,643
0.12

931.25
0.23

7
地
域

5
地
域

3
地
域

2
地
域

合
　
計

7
市
42町

1
村

1,259,880
3,346.96

13市
6
町

1,394,472
4,017.36

註
　
  平
成
の
大
合
併
前
と
後
の
面
積
の
相
違
は
琵
琶
湖
の
面
積
約
670.25㎢

が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
な
お
、
琵
琶
湖
の
境
界
は
平
成
19年

9月
28日

に
確
定
さ
れ
た（『

統
計
お
お
つ
　
平
成
23年

概
要
版
』）。

全
国
総
合
開
発
計
画
と
市
町

村
の
人
口
と
面
積
は
1965年

の
昭
和
の
大
合
併
直
後
の
も
の
。
平
成
の
大
合
併
後
の
市
町
村
の
人
口
と
面
積
は
、（
公
）矢
野
恒
太
郎
記
念
会
『
デ
ー
タ
で
み
る
県
勢
　
2013年

版
』
2012.、

市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
編
『
全
国
市
町
村
要
覧（
平

成
24年

版
）』
第
一
法
規
・
H
24.参

照
。
リ
ゾ
ー
ト
構
想（
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
）の
関
連
市
町
村
は
27市

町
村
で
あ
る
が
、
7つ
の
重
点
整
備
地
域
15市

町
村（
〇
で
示
し
た
）。
△
の
10市

町
村
で
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
完
成
す
る
が
残

り
2
は
不
明
。
二
次
定
住
圏
は
広
域
市
町
村
圏
と
同
一
の
区
域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

八
四
四



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
一
）

こ
の
中
に
広
域
市
町
村
圏
は
大
津
地
区
と
南
部
地
区
を
範
囲
と
す
る
大
津
湖
南
地
区
広
域
市
町
村
圏
、
甲
賀
地
区
広
域
市
町
村
圏
、
高

島
地
区
を
範
囲
と
す
る
湖
西
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
東
近
江
地
域
を
範
囲
と
す
る
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
湖
東
地
域
と
湖
北
地
域
を

範
囲
と
す
る
琵
琶
湖
東
北
部
広
域
市
町
村
圏
の
五
地
区
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
国
が
滋
賀
県
内
の
広
域
行
政
の
単
位
を
こ
の
五
つ
を
標
準

に
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
大
津
湖
南
地
域
と
琵
琶
湖
東
北
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
が
設
定
さ
れ
た
。
湖
西

地
域
に
は
湖
西
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
が
、
中
部
地
域
に
は
滋
賀
中
部
地
域
行
政
事
務
組
合
が
、
甲
賀
地
域
に
は
甲
賀
郡
行
政
事

務
組
合
が
設
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
滋
賀
県
に
も
三
つ
の
地
方
生
活
圏
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
滋
賀
県
が
区
分
す
る
大
津
地
域
と
南
部
地
域
を
一
体
化
さ

せ
た
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
甲
賀
地
域
を
対
象
と
し
た
甲
賀
地
域
広
域
市
町
村
圏
、
高
島
地
域
を
対
象
と
し
た
湖
西
地
域
広
域

市
町
村
圏
で
構
成
さ
れ
る
南
部
地
域
地
方
生
活
圏
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
を
対
象

と
す
る
中
部
地
域
地
方
生
活
圏
で
あ
る
。
第
三
の
も
の
が
、
湖
東
地
域
と
湖
北
地
域
を
一
体
化
さ
せ
た
琵
琶
湖
東
北
部
広
域
市
町
村
圏
を

対
象
と
す
る
東
北
部
地
方
生
活
圏
の
三
つ
で
あ
る
。
南
部
地
域
地
方
生
活
圏
に
は
大
津
市
を
中
心
都
市
と
す
る
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町

村
圏
と
甲
賀
地
域
広
域
市
町
村
圏
で
構
成
さ
れ
る
湖
南
二
次
生
活
圏
と
、
今
津
町
を
中
心
都
市
と
す
る
高
島
地
域
を
対
象
と
す
る
湖
西
二

次
生
活
圏
に
区
分
さ
れ
た
。

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ま
で
の
全
国
総
合
開
発
計
画
の
質
的
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
に
福
田
内
閣
は
、
安
定
成
長
を
前
提
と
し
た
自
然
豊
か
な
地
方
圏
へ
の
定
住
促
進
を
前
提
と
す
る
第
三
次
全

国
総
合
開
発
計
画
（
三
全
総
）
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
の
基
本
目
標
は
「
人
間
居
住
の
総
合
的
環
境
整
備
」
で
あ
っ
た
。
一
九
七
九
（
昭

和
五
四
）
年
七
月
に
は
地
方
生
活
圏
や
広
域
市
町
村
圏
等
を
前
提
に
、
モ
デ
ル
定
住
圏
を
都
道
府
県
に
そ
れ
ぞ
れ
一
圏
を
域
設
定
す
る
政

八
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
六
二
）

策
が
展
開
さ
れ
た
。
滋
賀
県
に
は
、
琵
琶
湖
東
北
部
地
方
生
活
圏
が
東
北
部
モ
デ
ル
定
住
圏
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
モ
デ
ル
定
住
圏

は
、｢
地
方
生
活
圏
、
広
域
市
町
村
圏
等
の
圏
域
と
調
整
さ
れ
た
圏
域
で
あ
る
こ
と｣

を
前
提
に
、
北
海
道
と
沖
縄
県
と
神
奈
川
県
を
除

く
四
四
都
府
県
に
各
一
圏
域
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
12
）

。

中
曽
根
内
閣
が
閣
議
決
定
し
た
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
の
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
四
全
総
）
は
、｢

総
合
保
養
地
整
備
法

（
リ
ゾ
ー
ト
法
）｣
制
定
一
ヶ
月
後
に
、｢

東
京
一
局
集
中
の
是
正｣

と
「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」
を
基
本
に
、「
多
極
分
散
型
の
国
土
の

形
成
」
を
基
本
目
標
に
し
た
計
画
で
あ
っ
た
。
計
画
を
受
け
て
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に
「
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
」
が
制

定
さ
れ
た
。
リ
ゾ
ー
ト
法
を
受
け
て
滋
賀
県
は
、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
二
月
に
、
総
合
保
養
地
整
備
法
第
五
条
に
基
づ
く
基
本
構

想
と
し
て
「
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
」
を
策
定
し
た
。
構
想
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
当
時
の
二
七
市
町
村
で
あ
る
が
、
特
に

施
設
整
備
を
促
進
す
る
と
し
た
地
域
は
表
3
の
欄
の
〇
印
の
一
五
市
町
で
あ
る
（
13
）

。

一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
は｢

平
成
元
年
度
に
お
け
る
新
広
域
市
町
村
圏
計
画
の
改
訂
に
つ
い
て｣

と
「
平
成
元
年
度
ふ
る
さ
と
市

町
村
圏
推
進
要
綱
」
が
出
さ
れ
、
時
代
に
合
わ
せ
て
広
域
市
町
村
圏
計
画
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
広
域
市
町
村
圏
政
策
の
モ
デ
ル
と
し

て
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
四
七
の
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
の
う
ち
二
三
は
モ
デ
ル
定
住
圏
で
も
あ
る
。
滋

賀
県
で
は
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
に
中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
が
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
指
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
滋
賀
県
で
は
琵
琶
湖

東
北
部
が
モ
デ
ル
定
住
圏
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
モ
デ
ル
定
住
圏
と
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
の
重
複
は
見
ら
れ
な
い
。

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
に
は
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
地
方
拠
点
都
市

整
備
法
）」
が
制
定
さ
れ
、
東
京
都
と
大
阪
府
と
神
奈
川
県
を
除
く
四
四
道
府
県
の
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
枢
都
市
や
県
庁
所
在
地
を
は
じ
め

と
す
る
地
方
中
核
都
市
圏
域
以
外
の
地
域
に
、
地
域
間
格
差
是
正
を
目
的
と
す
る
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
八
五
圏
域
設
定
さ
れ
た
。

八
四
六



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
三
）

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
も
、「
定
住
圏
、
地
方
生
活
圏
、
広
域
市
町
村
圏
等
の
広
域
的
な
経
済
社
会
生
活
圏
の
整
備
に
関
す
る
計
画
」
と

の
調
和
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
計
画
に
あ
わ
せ
て
首
都
機
能
移
転
も
論
じ
ら
れ
た
。
滋
賀
県
内
に
は
、
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち

中
部
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
中
部
地
域
地
方
生
活
圏
）
を
範
囲
と
す
る
滋
賀
中
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
と
、
湖
東
地
域
す
な
わ
ち
琵
琶
湖
東

北
部
広
域
市
町
村
圏
（
東
北
部
地
方
生
活
圏
を
範
囲
と
す
る
琵
琶
湖
東
北
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

昭
和
の
大
合
併
が
実
施
さ
れ
た
が
、
交
通
通
信
手
段
の
発
達
に
よ
る
人
々
の
行
動
半
径
の
拡
大
や
、
行
政
国
家
化
の
進
展
に
伴
う
行
政

需
要
の
拡
大
と
財
政
規
模
の
拡
大
は
、
効
率
的
行
政
の
視
点
か
ら
さ
ら
な
る
広
域
行
政
を
推
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
柱
と

な
っ
た
も
の
が
「
圏
」
行
政
で
あ
り
、
そ
の
権
限
の
行
使
主
体
の
中
心
が
一
部
事
務
組
合
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
昭
和
の
大
合
併
以
降
、

時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
て
広
域
行
政
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
効
率
を
重
視
す
る
広
域
行
政
の
流
れ
と
、
住
民
の
顔

の
見
え
る
身
近
な
行
政
を
展
開
す
る
要
請
と
が
輻
輳
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
の
大
合
併
の
際
に
も
こ
う
し
た
要
請
の
対
立
が
顕
在
化
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三　

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
広
域
行
政

滋
賀
県
の
市
町
村
は
、
明
治
の
大
合
併
直
前
の
二
八
二
町
一
三
九
三
村
の
合
計
一
六
七
五
町
村
が
、
明
治
の
大
合
併
で
六
町
一
八
九
村

の
合
計
一
九
五
町
村
と
な
っ
た
。
郡
は
一
三
郡
で
あ
っ
た
が
、
伊
香
郡
の
西
浅
井
郡
併
合
に
よ
り
一
二
郡
と
な
り
、
合
併
と
分
離
が
行
わ

れ
た
こ
と
か
ら
八
町
一
九
六
村
と
な
っ
た
。
明
治
の
大
合
併
以
前
は
全
国
七
万
一
三
一
四
町
村
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
町
村
が
存
在
し
た

の
に
対
し
て
、
明
治
の
大
合
併
後
は
全
国
一
万
五
八
五
九
町
村
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な
り
、
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。「
昭
和
の
大
合
併
」
実
施
直
前
に
は
、
三
市
一
二
郡
二
四
町
一
三
三
村
の
合
計
一
六
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、「
昭
和
の
大
合

八
四
七
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六
四
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併
」
終
了
時
点
に
は
六
市
一
二
郡
四
〇
町
七
村
の
合
計
五
三
市
町
村
と
、
全
体
で
三
分
の
一
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
、
全
国
三
七
四
二
市

町
村
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
合
併
の
進
捗
が
弱
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

平
成
の
大
合
併
直
前
に
は
七
市
一
二
郡
四
二
町
一
村
の
合
計
五
〇
市
町
村
で
あ
っ
た
が
、
平
成
の
大
合
併
後
の
滋
賀
県
内
の
市
町
村
は

一
三
市
六
町
の
合
計
一
九
市
町
と
、
約
三
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
た
。
郡
は
合
併
に
よ
り
市
が
増
加
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
蒲
生
郡

（
二
町
）
と
愛
知
郡
（
一
町
）
と
犬
上
郡
（
三
町
）
の
三
郡
と
四
分
の
一
ま
で
に
激
減
し
た
。
ま
た
平
成
の
大
合
併
前
ま
で
の
滋
賀
県
の
市

町
村
数
は
全
国
の
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
で
推
移
し
て
き
て
い
た
が
、
平
成
の
大
合
併
後
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
な
っ
て
お
り
、
平
成

の
大
合
併
で
も
合
併
が
進
展
し
た
県
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
の
大
合
併
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
で
六
七
〇
市
一
九
九
四
町
、
五
六
八
村
の
合
計
三
二
三
二
存
在
し

た
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
三
一
日
に
は
七
八
六
市
、
七
五
七
町
、
一
八
四
村
の
合
計
一
七
二
七
市
町
村
と
な
っ
て

終
了
し
た
。
約
五
三
％
ま
で
市
町
村
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
平
成
の
大
合
併
前
に
は
約
二
〇
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
市
が
約
四
六
％
へ

と
約
一
・
二
倍
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
町
は
約
四
六
％
か
ら
約
三
八
％
へ
、
村
は
約
一
八
％
か
ら
約
一
一
％
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
村

が
存
在
し
な
い
県
は
一
三
県
と
な
り
、
平
成
の
大
合
併
の
大
き
な
目
標
の
一
つ
に
基
礎
自
治
体
を
市
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
面
積
の
関
係
も
あ
り
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
市
町
村
が
最
多
な
の
は
一
七
九
の
北
海
道
で
あ
り
、
第
二
位

の
長
野
県
が
七
七
、
埼
玉
県
が
六
四
、
東
京
都
も
二
三
区
を
加
え
れ
ば
六
四
と
な
る
。
最
少
な
の
は
一
五
の
富
山
県
で
あ
り
、
福
井
県
と

香
川
県
は
一
七
、
大
分
県
は
一
八
、
石
川
県
、
滋
賀
県
、
鳥
取
県
、
山
口
県
が
一
九
で
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。

平
成
の
大
合
併
を
市
町
村
の
減
少
率
で
見
た
場
合
、
上
位
一
〇
位
は
、
上
か
ら
長
崎
県
、
広
島
県
、
新
潟
県
、
愛
媛
県
、
大
分
県
、
岡

山
県
、
島
根
県
、
山
口
県
、
秋
田
県
、
滋
賀
県
の
順
に
な
り
、
下
位
一
五
位
は
、
下
か
ら
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
北
海
道
、
奈

八
四
八



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
六
五
）

良
県
、
山
形
県
、
沖
縄
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
愛
知
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、
栃
木
県
の
順
に
な
る
。
平
均
面
積

の
上
位
一
〇
位
は
、
上
か
ら
秋
田
県
、
北
海
道
、
岩
手
県
、
新
潟
県
、
広
島
県
、
大
分
県
、
島
根
県
、
山
口
県
、
宮
崎
県
、
愛
媛
県
の
順

に
な
り
、
下
位
一
〇
位
は
、
下
か
ら
東
京
都
、
大
阪
府
、
埼
玉
県
、
沖
縄
県
、
神
奈
川
県
、
福
岡
県
、
愛
知
県
、
千
葉
県
、
奈
良
県
、
香

川
県
の
順
と
な
る
。
平
均
人
口
の
上
位
一
五
位
は
、
上
か
ら
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
愛
知
県
、
広
島
県
、
千
葉
県
、

静
岡
県
、
京
都
府
、
埼
玉
県
、
福
岡
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
山
口
県
、
滋
賀
県
の
順
に
な
り
、
下
位
一
〇
位
は
、
下
か
ら
高
知
県
、
長

野
県
、
北
海
道
、
山
梨
県
、
鳥
取
県
、
徳
島
県
、
沖
縄
県
、
和
歌
山
県
、
山
形
県
、
島
根
県
の
順
に
な
っ
て
い
る
（
15
）

。

滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
は
、
七
市
四
二
町
一
村
の
合
計
五
〇
市
町
村
が
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
三
月
二
一
日
に
旧
近
江
八
幡

市
と
旧
安
土
町
と
の
合
併
で
（
新
）
近
江
八
幡
市
が
誕
生
し
一
三
市
六
町
の
一
九
町
村
と
な
っ
て
終
了
し
た
。
合
併
を
通
じ
て
大
津
市
は

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
四
月
一
日
に
中
核
市
に
な
っ
た
。
滋
賀
県
の
市
町
村
は
三
八
％
ま
で
減
少
し
た
の
で
あ
り
、
市
は
二
倍
弱
ま

で
に
増
加
し
、
町
は
約
一
四
％
ま
で
減
少
し
、
村
は
姿
を
消
し
た
。
五
〇
市
町
村
の
中
で
合
併
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
は
四
市
五
町
の
九

市
町
の
一
八
％
で
あ
っ
た
。
三
市
三
七
町
一
村
の
四
一
市
町
村
が
九
市
一
町
の
一
〇
市
町
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
合
併
参
加
市
町
村
は
ほ

ぼ
四
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
結
果
、
前
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
の
合
併
進
捗
率
す
な
わ
ち
市
町
村
の

減
少
率
は
、
六
二
・
〇
％
で
全
国
一
〇
位
で
あ
り
、
滋
賀
県
内
の
市
町
村
の
平
均
面
積
は
全
国
の
第
一
五
位
ま
で
に
拡
大
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
人
口
一
万
人
未
満
の
町
は
三
町
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
は
一
四
番
目
（
四
県
存
在
）
に
少
な
い
都
道
府
県
と
な
っ
て
い
る
。

滋
賀
県
で
は
県
内
を
七
つ
の
地
域
に
分
け
て
い
る
。
表
4
と
図
1
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
大
津
地
域
は
大
津
市
の
み
の
地
域
と
な
っ
た
。

大
津
地
域
北
部
の
高
島
地
域
も
高
島
市
の
み
の
地
域
と
な
っ
た
。
南
部
地
域
は
草
津
市
と
守
山
市
と
栗
東
市
と
野
洲
市
の
四
市
か
ら
な
る

地
域
と
な
っ
た
。
甲
賀
地
域
は
甲
賀
市
と
湖
南
市
の
二
市
か
ら
な
る
地
域
と
な
っ
た
。
東
近
江
地
域
は
東
近
江
市
と
近
江
八
幡
市
と
蒲
生

八
四
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郡
の
日
野
町
と
竜
王
町
の
二
市
二

町
か
ら
な
る
地
域
と
な
っ
た
。
蒲

生
郡
の
安
土
町
は
近
江
八
幡
市
と

な
り
、
蒲
生
町
は
東
近
江
市
と

な
っ
た
。
湖
東
地
域
に
位
置
す
る

愛
知
郡
の
愛
東
町
と
湖
東
町
も
東

近
江
市
と
な
っ
た
。
湖
東
地
域
は

彦
根
市
と
愛
知
郡
愛
荘
町
と
犬
上

郡
の
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町

の
一
市
四
町
か
ら
な
る
地
域
と

な
っ
た
。
湖
北
地
域
は
米
原
市
と

長
浜
市
の
二
市
か
ら
な
る
地
域
と

な
っ
た
。

昭
和
の
大
合
併
の
後
に
、
こ
の

七
つ
の
地
域
を
合
体
さ
せ
る
よ
う

な
形
で
五
つ
の
広
域
市
町
村
圏
や

三
つ
の
地
方
生
活
圏
が
設
定
さ
れ

表 4  滋賀県の合併市町 人口：平成17年国勢調査

新市町名称 合併日 合併関係市町村
人口
（人）

面積
（㎢）

合併
方式

事　務　所　位　置

1
甲賀市
（こうかし）

16.10.1
水口町、土山町、甲賀
町、甲南町、信楽町

93,853 482 新設
甲賀市水口町水口6053（旧水口町役場）
（旧水口町役場＝水口庁舎、旧甲南町役場
＝甲南庁舎）

2
野洲市
（やすし）

16.10.1 中主町、野洲町 49,486 81 新設
野洲市小篠原2100－ 1（旧野洲町役場）
（旧野洲町役場＝本庁舎、旧中主町役場＝
分庁舎）

3
湖南市
（こなんし）

16.10.1 石部町、甲西町 55,325 70 新設
湖南市中央一丁目 1（旧甲西町役場）
（旧甲西町役場＝東庁舎、旧石部町役場＝
西庁舎）

4
高島市
（たかしまし）

17.1.1
マキノ町、今津町、朽
木村、安曇川町、高島
町、新旭町

53,950 693 新設 高島市新旭町北畑565（旧新旭町役場）

5
東近江市
（ひがしおうみし）

17.2.11
八日市市、永源寺町、
五個荘町、愛東町、湖
東町

116,797 389

新設
東近江市八日市緑町10－ 5（旧八日市市役
所）

18.1.1
東近江市、蒲生町、能
登川町

編入

6
米原市
（まいばらし）

17.2.14
山東町、伊吹町、米原
町

41,009 250

新設 米原市下多良三丁目 3（旧米原町役場）
（旧山東町役場＝山東庁舎、旧伊吹町役場
＝伊吹庁舎、旧米原町役場＝米原庁舎、旧
近江町役場＝近江庁舎）17.10.1 米原市、近江町 編入

7
長浜市
（ながはまし）

18.2.13
長浜市、浅井町、びわ
町

124,498 681

新設

長浜市高田町12－34（旧長浜市役所）

22.1.1
長浜市、虎姫町、湖北
町、高月町、木之本町、
余呉町、西浅井町

編入

8
愛荘町
（あいしょうちょう）

18.2.13 秦荘町、愛知川町 19,729 38 新設
愛知郡愛荘町愛知川72（旧愛知川町役場）
（旧愛知川町役場＝本庁舎、旧秦荘町役場
＝分庁舎）

9
大津市
（おおつし）

18.3.20 大津市、志賀町 323,719 464 編入 大津市御陵町 3－ 1（現大津市役所）

10
近江八幡市
（おうみはちまんし）

22.3.21 近江八幡市、安土町 80,610 177 新設 近江八幡市桜宮町236（旧近江八幡市役所）

出典：滋賀県『県政情報』（http://pref.shiga.lg.jp/shichosonn/gappei/）より抜粋
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賀
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た
。
ま
た
三
つ
の
地
方
生
活
圏
の
中
で

中
部
と
東
北
部
に
地
方
拠
点
都
市
地
域

が
設
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
地
方

拠
点
都
市
地
域
が
設
定
さ
れ
た
地
域

（
以
下
琵
琶
湖
北
東
部
と
呼
ぶ
…
筆
者
）
と
、

そ
れ
以
外
の
南
部
地
域
地
方
生
活
圏

（
以
下
琵
琶
湖
南
西
部
と
よ
ぶ
）
に
区
分

す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
琵
琶
湖
南

西
部
は
平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
七
つ

の
市
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ

た
。
琵
琶
湖
北
東
部
は
五
市
六
町
で
構

成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
琵

琶
湖
北
東
部
の
合
併
が
若
干
複
雑
な
形

で
実
施
さ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る

と
い
え
る
。

琵
琶
湖
北
東
部
に
位
置
す
る
中
部
地

域
す
な
わ
ち
東
近
江
地
域
で
は
、
近
江

図 1  滋賀県内市町村合併の状況 （平成22年 3 月31日）

出典：滋賀県『県政情報』（http://pref.shiga.lg.jp/shichoson/gappei/）より抜粋
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八
幡
市
と
蒲
生
郡
の
安
土
町
が
合
併
し
て
（
新
）
近
江
八
幡
市
と
な
り
、
八
日
市
市
は
蒲
生
郡
蒲
生
町
と
神
崎
郡
の
三
町
に
加
え
て
湖
東

地
域
の
愛
知
郡
愛
東
町
と
湖
東
町
と
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
近
江
市
と
な
っ
た
。
湖
東
地
域
の
愛
知
郡
の
四
町
が
東
近
江
地
域
と
湖

東
地
域
に
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
湖
東
地
域
は
彦
根
市
と
愛
知
郡
の
秦
荘
町
と
愛
知
川
町
が
合
併
し
て
で
き
た
愛
荘

町
と
犬
山
郡
の
合
併
し
な
か
っ
た
豊
郷
町
、
由
良
町
、
多
賀
町
の
一
市
四
町
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
湖
北
地
域
で
は
坂
田
郡
の

四
町
が
合
併
し
て
米
原
市
と
な
り
、
東
浅
井
郡
の
四
町
と
伊
香
郡
の
四
町
は
湖
東
地
域
の
旧
長
浜
市
と
合
併
し
て
（
新
）
長
浜
市
と
な
っ

た
。
単
純
に
い
え
ば
湖
東
地
域
は
彦
根
市
と
愛
荘
町
と
豊
郷
町
と
甲
良
町
と
多
賀
町
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
り
、
湖
北
地
域
は
米
原
市

と
長
浜
市
で
構
成
さ
れ
る
地
域
と
な
っ
た
と
い
え
る
（
16
）

。

そ
れ
ゆ
え
滋
賀
県
は
、
大
津
市
を
中
心
に
し
た
大
津
湖
南
地
域
と
そ
れ
に
接
す
る
湖
西
地
域
と
甲
賀
地
域
が
形
成
す
る
琵
琶
湖
東
北
部

と
、
彦
根
市
、
米
原
市
、
長
浜
市
を
中
心
都
市
と
す
る
琵
琶
湖
北
東
部
に
大
別
で
き
る
。
そ
う
し
た
状
況
は
表
5
に
も
あ
る
よ
う
に
、
現

存
す
る
唯
一
の
広
域
連
合
と
二
一
の
一
部
事
務
組
合
と
の
関
係
で
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
滋
賀
県
全
体
あ
る
い
は
地

理
的
な
つ
な
が
り
（
地
域
区
分
）
と
無
関
係
な
広
域
連
合
や
一
部
事
務
組
合
と
、
何
ら
か
の
地
理
的
関
連
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の

と
に
区
分
さ
れ
る
。
後
者
に
関
し
て
は
、
平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
一
部
事
務
組
合
の
設
置
地
域
で
の
合
併
や
、
区
域
を
越
え
た
合
併
が

行
わ
れ
た
結
果
消
滅
し
た
も
の
が
あ
る
（
17
）

。

唯
一
の
広
域
連
合
は
、
一
三
市
六
町
の
全
市
町
村
が
加
盟
す
る
「
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
広

域
連
合
は
四
七
都
道
府
県
全
部
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
全
市
町
村
が
加
盟
す
る
一
部
事
務
組
合
に
は
「
滋
賀
県
市
町
村
交
通
災

害
共
済
組
合
」
と
「
滋
賀
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
。
ま
た
行
政
上
の
地
域
的
な
つ
な
が
り
と
は
無
関
係
に
設
置
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
大
津
市
、
彦
根
市
、
長
浜
市
、
近
江
八
幡
市
、
草
津
市
、
守
山
市
、
東
近
江
市
を
除
く
六
市
六
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
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表 5  滋賀県における広域連合・一部事務組合の状況
 平成25年 4 月 1 日現在

広
域
連
合

広
域
行
政

厚
生
福
祉

環
境
衛
生

防　

災

そ
の
他

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー

東
近
江
行
政
組
合

甲
賀
広
域
行
政
組
合

湖
東
広
域
衛
生
管
理
組
合

愛
知
郡
広
域
行
政
組
合

湖
南
広
域
行
政
組
合

公
立
甲
賀
病
院
組
合

長
浜
水
道
企
業
団

八
日
市
布
引
ラ
イ
フ
組
合

中
部
清
掃
組
合

守
山
野
洲
行
政
事
務
組
合

彦
根
愛
知
犬
上
広
域
行
政
組
合

湖
北
地
域
消
防
組
合

滋
賀
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

彦
根
市
、
米
原
市
山
林
組
合

彦
根
市
、
米
原
市
造
林
組
合

彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合

大
滝
山
林
組
合

滋
賀
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合

滋
賀
県
市
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合

滋
賀
県
市
町
村
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー

大津市 ○ ○ ○

彦根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

近江八幡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

草津市 ○ ○ ○ ○

守山市 ○ ○ ○ ○ ○

栗東市 ○ ○ ○ ○ ○

甲賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野洲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湘南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高島市 ○ ○ ○ ○ ○

東近江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

竜王町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛荘町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

豊郷町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲良町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多賀町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

団体数 19 2 5 2 5 2 4 2 2 4 4 2 5 2 12 2 2 4 4 19 9 19

※  関西広域連合を除く。また、上記のほか、府県・府県外市町村・広域連合・一部事務組合が加入している例がある。
※複数の分類に属する事務を処理する一部事務組合の区分は便宜上のものである。
 出典：関西広域連合（http://kouiki-kansai.jp/data_upload/137422）
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「
滋
賀
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
」
と
、
さ
ら
に
米
原
市
を
除
く
五
市
六
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
「
滋
賀
県
市
町
村
議
会
議
員
公
務

災
害
補
償
等
組
合
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
財
政
力
の
弱
い
市
町
が
組
織
し
た
一
部
事
務
組
合
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

琵
琶
湖
南
西
部
の
中
で
、
南
部
地
域
に
は
地
域
に
帰
属
す
る
全
自
治
体
す
な
わ
ち
草
津
市
、
守
山
市
、
栗
東
市
、
野
洲
市
の
四
市
で
組

織
さ
れ
て
い
る
「
湖
南
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
が
あ
る
。
甲
賀
地
域
に
は
地
域
に
帰
属
す
る
全
自
治
体
で
あ
る
甲
賀
市
と
湖
南
市

の
二
市
で
組
織
さ
れ
て
い
る
「
甲
賀
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
と
「
公
立
甲
賀
病
院
組
合
（
厚
生
福
祉
）」
が
あ
る
。
大
津
市
や
高
島

市
に
一
部
事
務
組
合
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
旧
大
津
市
と
旧
滋
賀
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
（
新
）
大
津
市
や
、
高
島
郡
全
体
の
合
併
で

誕
生
し
た
高
島
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
一
部
事
務
組
合
を
解
消
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。

琵
琶
湖
北
東
部
の
一
部
事
務
組
合
の
構
成
は
若
干
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
東
近
江
市
の
誕
生
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
八
日
市
市
を
中
心
に
し
て
誕
生
し
た
東
近
江
市
は
中
部
地
域
内
の
市
町
だ
け
で
は
な
く
琵
琶
湖
東
北
部
の
愛
知
郡
の
中
の
湖

東
町
と
愛
東
町
を
対
象
に
し
た
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
し
い
市
で
あ
る
。
愛
知
郡
の
中
東
近
江
市
に
合
併
し
な
か
っ
た
秦
荘
町
と
愛

知
川
町
は
合
併
し
て
愛
荘
町
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
愛
荘
町
は
旧
郡
の
立
場
か
ら
い
え
ば
隣
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
東
近
江
市
の

関
係
が
強
く
、
琵
琶
湖
東
北
部
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
従
来
か
ら
隣
接
し
て
い
た
彦
根
市
や
犬
上
郡
三
町
と
の
関
係
が
強
い
と
い
う
こ
と

な
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
と
い
え
る
。

旧
中
部
地
区
の
市
町
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
「
東
近
江
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
は
、
近
江
八
幡
市
、
東
近
江
市
、
日
野

町
、
竜
王
町
と
愛
荘
町
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
八
日
市
布
引
ラ
イ
フ
組
合
（
環
境
衛
生
）」
と
「
中
部
清
掃
事
務
組
合
（
環
境
衛

生
）」
に
愛
荘
町
は
参
加
し
て
い
な
い
。
彦
根
市
と
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
と
の
間
で
は
「
彦
根
愛
知
犬
上
広
域
行
政
組

合
（
環
境
衛
生
）」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、
愛
荘
町
を
除
い
た
一
市
三
町
で
は
「
彦
根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
（
そ
の
他
）」
と
「
大
滝
山
林
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組
合
（
そ
の
他
）」
も
組
織
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
近
江
市
、
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
の
間
で
「
湖
東
広
域
衛
生
管
理
組

合
（
広
域
行
政
）」
が
、
東
近
江
市
と
愛
荘
町
の
間
で
も
「
愛
知
郡
広
域
行
政
組
合
（
広
域
行
政
）」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
愛
荘
町
と
中
部

地
区
及
び
琵
琶
湖
東
北
部
の
微
妙
な
関
係
が
透
け
て
見
え
る
。

琵
琶
湖
東
北
部
管
内
で
は
、
長
浜
市
と
米
原
市
が
組
織
す
る
も
の
と
し
て
三
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
湖
北
広

域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
（
広
域
行
政
）」
と
「
長
浜
水
道
事
業
団
（
水
道
事
業
団
）」
と
「
湖
北
地
域
消
防
組
合
（
防
災
）」
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
両
市
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
彦
根
市
と
米
原
市
の
間
に
も
二
つ
の
一
部
事
務
組
合
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は

「
彦
根
市
、
米
原
市
山
林
組
合
（
そ
の
他
）」
と
「
彦
根
市
、
米
原
市
造
林
組
合
（
そ
の
他
）」
で
あ
る
。
彦
根
市
が
山
林
や
造
林
や
営
林
等

に
係
る
事
務
に
お
い
て
は
琵
琶
湖
東
北
部
、
特
に
犬
上
郡
や
米
原
市
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
琵
琶
湖
北
東
部

の
地
方
公
共
団
体
の
間
に
は
、
や
や
輻
輳
し
た
広
域
行
政
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

滋
賀
県
で
は
現
存
す
る
一
九
市
町
の
う
ち
九
市
町
が
合
併
に
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
う
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
と
特
別
地
方

公
共
団
体
の
存
在
の
複
雑
化
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
日
本
全
体
で
は
約
三
分
の
一
の
市
町
村
が
合
併
に
参
加
し
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
滋
賀
県
で
は
半
分
弱
の
市
町
が
合
併
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
合
併
し
た
市
の
平
均
人
口
は
一
〇
万
人
強
、
合
併

し
な
か
っ
た
市
の
平
均
人
口
は
九
万
人
強
で
大
差
は
な
い
が
、
合
併
で
市
と
な
っ
た
町
村
を
見
る
と
、
甲
賀
郡
で
は
平
均
二
万
人
弱
の
七

町
が
二
市
に
合
併
し
そ
れ
ぞ
れ
五
万
人
台
と
七
万
人
台
の
市
に
、
高
島
郡
で
は
平
均
九
千
人
弱
の
町
村
が
合
併
し
て
五
万
人
台
の
市
に

な
っ
て
い
る
。
合
併
し
な
か
っ
た
五
町
と
合
併
し
て
誕
生
し
た
一
町
は
、
二
万
人
台
が
二
町
、
一
万
人
台
が
一
町
で
残
り
の
三
町
は
七
千

人
台
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
米
原
市
の
人
口
は
ほ
ぼ
四
万
人
で
あ
る
。
三
三
万
人
台
の
大
津
市
か
ら
七
千
人
台
の
三
つ
の
町
ま
で
の
相
違

の
あ
る
市
町
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
が
今
後
の
課
題
と
い
え
る
（
18
）

。
八
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四　

滋
賀
県
の
地
方
自
治
行
政
の
今
後

自
治
省
が
、
昭
和
の
大
合
併
後
に
、
複
合
一
部
事
務
組
合
制
度
や
広
域
市
町
村
圏
や
大
都
市
地
域
広
域
行
政
圏
を
設
定
し
、
広
域
行
政

の
さ
ら
な
る
推
進
を
企
画
し
た
よ
う
に
、
総
務
省
は
、
平
成
の
大
合
併
後
に
、
広
域
行
政
の
推
進
を
前
提
に
定
住
自
立
圏
構
想
を
提
示
し

先
行
団
体
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
併
で
誕
生
し
た
市
（
町
村
）
の
内
部
に
、
合
併
前
の
市
町
村
の
自
立
性
や
地
域
自
治
の
確
保
な
ど

を
目
的
と
し
て
、
合
併
特
例
区
や
地
域
自
治
組
織
や
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
を
設
け
た
。
広
域
行
政
の
推
進
と
、

新
自
治
体
の
体
制
整
備
と
、
身
近
な
行
政
の
確
保
を
目
的
と
し
た
自
治
制
度
の
拡
充
策
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
総
務
省
は
さ
ら
に
、
平

成
の
大
合
併
の
終
了
に
、「
定
住
自
立
圏
構
想
の
推
進
に
あ
た
っ
て
、『
広
域
行
政
圏
計
画
策
定
要
綱
』
と
『
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
推
進
要

綱
』
を
、
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
旨
の
総
務
省
事
務
次
官
通
知
」
を
、
各
都
道
府
県
知
事
と
各
指
定
都
市
市
長
へ

送
付
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
総
務
省
は
、
昭
和
の
大
合
併
と
そ
の
後
の
広
域
的
行
政
制
度
が
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
の

で
あ
る
。

平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新
し
い
市
の
中
で
、
ほ
ぼ
広
域
市
町
村
圏
の
区
域
に
相
当
す
る
市
町
村
合
併
で
生
ま
れ
た
市
は
全

体
の
約
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
四
四
で
あ
る
。
ま
た
、
二
な
い
し
三
の
市
町
村
が
参
加
し
て
い
な
い
だ
け
の
広
域
市
町
村
圏
が
領
域
と
な
っ
た

合
併
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
新
し
い
市
は
、
市
全
体
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
五
八
市
で
あ
る
。
た
だ
し
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）

年
末
に
存
在
し
た
七
八
三
市
の
な
か
で
合
併
し
た
も
の
は
、
全
体
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
四
二
一
市
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

合
併
し
た
市
の
約
半
分
は
広
域
行
政
圏
す
な
わ
ち
広
域
市
町
村
圏
を
基
礎
単
位
と
し
て
合
併
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
19
）

。

定
住
自
立
圏
は
、
総
務
省
が｢

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱｣

を
公
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
制
度
で
あ
る
。
総
務
省
の

八
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「
定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱
」
に
よ
れ
ば
、
定
住
自
立
圏
の
要
件
は
、
①
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
を
締
結
し
た
宣
言
中
心
市
及
び
周
辺

に
あ
る
市
町
村
（
以
下
「
周
辺
市
町
村
」
と
い
う
。）
の
区
域
の
全
部
、
ま
た
は
②
定
住
自
立
圏
形
成
方
針
を
策
定
し
た
宣
言
中
心
市
の
区
域

の
全
部
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
特
に
②
は
広
域
的
な
市
町
村
の
合
併
を
経
た
市
に
関
す
る
特
例
で
あ
り
、
合
併
関
係
市
の
う
ち
人
口
が
最

大
の
も
の
の
区
域
を
中
心
地
域
、
そ
の
他
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
周
辺
地
域
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
住

自
立
圏
は
、
中
心
市
と
周
辺
市
町
村
の
1
対
1
の
協
定
を
締
結
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
圏
域
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

「
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
よ
る
中
心
市
へ
の
圏
域
全
体
に
必
要
な
都
市
機
能
の
集
約
的
な
整
備
し
、
周
辺
市
町
村
に
必
要
な
生
活
機

能
を
確
保
・
農
林
水
産
業
の
振
興
や
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
を
通
じ
て
、
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
安
定
し
た
社
会
空
間
の
地
方
圏

の
創
出
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

最
初
に
定
住
自
立
圏
は
先
行
団
体
と
し
て
二
二
圏
域
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
広
域
市
町
村
圏
と
は
無
関
係
に
設
定
さ
れ
て
い
る
も

の
は
二
圏
域
に
過
ぎ
な
い
。
定
住
自
立
圏
の
平
均
面
積
は
一
、〇
二
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
五
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
、〇
〇
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
一
七
圏
域
が
集
中
し
て
い
た
。
平
均
人
口
は
二
一
五
、五
〇
一
人
で
、
一
〇
万
人
以
下
か
ら
四
〇
万
人

台
ま
で
か
な
り
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
。
構
成
市
町
村
平
均
は
五
市
町
村
で
あ
る
が
、
一
市
の
三
団
体
か
ら
一
五
市
町
村
で
構
成
さ
れ
て

い
る
も
の
ま
で
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
府
県
を
ま
た
い
で
編
成
さ
れ
た
二
つ
の
圏
域
以
外
は
広
域
市
町
村
圏
を
前
提
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
定
住
自
立
圏
も
広
域
市
町
村
圏
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
20
）

。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
末
現
在
、
中
心
市
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
二
四
八
市
の
う
ち
八
四
市
が
中
心
市
宣
言
を
し
て
い
る

が
、
複
眼
型
の
圏
域
が
五
圏
域
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
圏
域
は
七
九
圏
域
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
合
併
後
の
一
市
の
圏
域
が

定
住
自
立
圏
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
二
二
圏
域
で
あ
る
。
七
九
圏
域
の
う
ち
中
心
市
宣
言
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
は
五
圏
域
で
、
七
四

八
五
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圏
域
は
定
住
自
立
圏
方
針
は
定
め
て
い
る
が
、
実
際
に
定
住
自
立
圏
協
定
を
締
結
し
た
の
は
そ
の
中
の
五
七
団
体
で
あ
る
。
ま
た
七
〇
圏

域
の
七
五
団
体
（
七
五
中
心
市
）
が
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
済
み
で
あ
る
。
な
お
東
京
都
と
大
阪
府
と
神
奈
川
県
は
ゼ
ロ
で

あ
り
、
京
都
府
と
奈
良
県
は
一
市
に
す
ぎ
な
い
。

滋
賀
県
の
定
住
自
立
圏
に
お
い
て
は
、
中
心
市
は
彦
根
市
、
長
浜
市
、
草
津
市
、
栗
東
市
、
東
近
江
市
と
さ
れ
て
い
る
が
、
宣
言
を
し

た
の
は
彦
根
市
（
平
成
二
一
年
四
月
）
と
長
浜
市
（
平
成
二
二
年
一
一
月
）
の
二
市
の
み
で
あ
る
。
彦
根
市
の
「
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
の
概

要
」
に
よ
れ
ば
、
圏
域
は
中
心
市
で
あ
る
彦
根
市
と
愛
荘
町
、
豊
郷
町
、
甲
良
町
、
多
賀
町
の
四
町
の
一
市
四
町
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

長
浜
市
の
「
定
住
自
立
圏
形
成
方
針
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
圏
域
は
合
併
一
市
圏
域
で
あ
る
（
21
）

。

地
方
自
治
法
や｢

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
合
併
特
例
法
）｣

は
、
合
併
し
た
市
町
村
へ
の
身
近
な
行
政
の
確
保
を
主
目

的
と
し
て
、
合
併
特
例
区
や
地
域
自
治
組
織
や
地
域
審
議
会
を
設
け
た
。
合
併
特
例
区
は
、
合
併
特
例
法
第
五
条
の
九
（
新
法
で
は
第

二
六
条
）
に
よ
り
特
別
地
方
公
共
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
自
治
区
は
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
一
般
制
度
と
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
特
例
制
度
が
あ
り
、
と
も
に
特
別
地
方
公
共
団
体
で
は
な
い
。
地
域
審
議
会
は
合
併
特
例
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
。
合

併
特
例
法
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
合
併
特
例
区
と
地
域
自
治
区
と
地
域
審
議
会
は
旧
市
町
村
が
単
位
と
な
る
が
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く

地
域
自
治
区
は
当
該
市
町
村
が
定
め
る
区
域
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
変
遷
を
み
る
と
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
地
域
自
治
区
の
一
般
制
度
の
も
の
は
一
七
団
体
に
一
二
三
区
、

合
併
特
例
の
も
の
は
三
八
団
体
に
一
〇
四
、
合
併
特
例
区
は
六
団
体
に
一
六
、
地
域
審
議
会
は
二
一
七
団
体
に
七
七
五
が
設
置
さ
れ
て
い

た
が
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
日
に
は
地
域
自
治
区
の
一
般
制
度
の
も
の
が
一
七
団
体
に
一
五
六
区
、
合
併
特
例
の
も
の
が
三
〇

団
体
に
六
五
区
、
合
併
特
例
区
は
二
団
体
に
四
区
、
地
域
審
議
会
は
一
九
五
団
体
に
七
一
八
区
存
在
し
て
い
る
。
一
般
制
度
の
地
域
自
治

八
五
八



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
七
五
）

区
は
、
団
体
数
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
設
定
さ
れ
て
い
る
自
治
区
は
一
・
三
倍
弱
ま
で
増
え
て
い
る
。
特
別
制
度
の
地
域
自
治
区
の
団
体

は
ほ
ぼ
八
〇
％
ま
で
、
区
は
ほ
ぼ
六
〇
％
に
減
少
し
て
い
る
。
合
併
特
例
区
は
団
体
数
が
三
分
の
一
に
、
区
の
数
は
四
分
の
一
に
ま
で
減

少
し
て
い
る
。
地
域
審
議
会
で
は
団
体
数
と
区
の
数
が
微
減
し
て
い
る
。
平
成
の
大
合
併
か
ら
本
年
（
平
成
二
五
年
）
四
月
ま
で
に
六
四
八

件
の
市
町
村
合
併
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
地
域
団
体
の
構
成
団
体
数
は
二
四
四
で
あ
り
、
合

併
市
町
村
の
四
〇
％
弱
の
団
体
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
滋
賀
県
に
は
合
併
特
例
の
地
域
自
治
区
が
近
江
八
幡
市
に

旧
安
土
町
を
対
象
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
地
域
審
議
会
は
高
島
市
に
合
併
前
の
五
町
一
村
そ
れ
ぞ
れ
を
範
囲
に
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。

滋
賀
県
の
地
方
自
治
行
政
は
、
県
が
最
初
に
定
め
た
七
つ
の
地
域
を
標
準
に
、
広
域
的
か
つ
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
し
て
い

く
こ
と
が
最
も
現
実
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
定
住
自
立
圏
制
度
を
見
た
場
合
、
草
津
市
と
栗
東
市
が
中
心
都
市
宣
言
を
す
れ
ば
、
南
部
地

域
は
複
眼
型
中
心
市
を
有
す
る
定
住
自
立
圏
と
な
る
。
東
近
江
市
が
中
心
都
市
宣
言
を
す
れ
ば
東
近
江
地
域
す
な
わ
ち
中
部
地
域
に
近
江

八
幡
市
と
日
野
町
と
竜
王
町
と
で
構
成
す
る
定
住
自
立
圏
を
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
湖
東
地
域
の
中
で
合
併
に

よ
っ
て
東
近
江
市
と
な
っ
た
旧
愛
東
町
と
湖
東
町
は
南
部
地
域
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

定
住
自
立
圏
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
地
域
を
見
て
い
く
と
、
残
る
大
津
地
域
は
合
併
に
よ
っ
て
大
津
市
一
市
で
構
成
さ
れ
る

地
域
と
な
り
、
県
人
口
の
四
分
の
一
を
占
め
る
県
の
中
心
都
市
と
し
て
独
自
の
行
政
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
高
島

地
域
は
前
述
の
よ
う
に
全
体
で
高
島
市
と
な
っ
て
お
り
、
合
併
前
の
五
町
一
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
行
政
を
土
台
と
し
た
、
新
し
い
形
の
自

治
行
政
の
展
開
を
模
索
し
て
い
る
地
域
と
い
え
る
。
甲
賀
地
域
に
位
置
す
る
甲
賀
市
と
湖
南
市
は
、
広
域
行
政
推
進
を
目
的
と
し
た
甲
賀

広
域
行
政
組
合
と
共
同
で
公
立
病
院
を
運
営
し
て
い
く
た
め
の
公
立
甲
賀
病
院
組
合
を
設
置
し
て
お
り
、
一
定
の
広
域
行
政
を
推
進
し
て

い
る
地
域
と
い
え
る
。
湖
北
地
域
で
は
長
浜
市
が
定
住
自
立
圏
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
区
域
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
市
で
あ
る
米
原
市

八
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と
の
間
で
、
甲
賀
地
域
と
同
様
に
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
と
、
長
浜
水
道
事
業
団
お
よ
び
湖
北
地
域
消

防
組
合
を
結
成
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
滋
賀
県
で
は
、
県
の
構
想
や
国
の
設
定
す
る
広
域
行
政
の
制
度
を
総
合
的
に
比
較
す
る
と
、
最
多
で
七
地
域
、
最
少
な
ら

二
地
域
に
区
分
可
能
と
な
る
。
七
地
域
を
人
口
と
面
積
で
み
て
い
く
と
、
大
津
地
域
は
人
口
三
三
万
人
強
（
二
四
％
）
で
面
積
四
六
四
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
強
（
一
二
％
）
で
あ
る
。
南
部
地
域
は
人
口
三
一
万
人
強
（
二
三
％
）
で
面
積
二
五
六
強
（
六
％
）
で
あ
る
。
甲
賀
地
域

は
人
口
一
四
万
人
強
（
一
〇
％
）
で
面
積
五
五
二
強
（
一
四
％
）
で
あ
る
。
高
島
地
域
は
人
口
五
万
人
強
（
四
％
）
で
面
積
六
九
三
強

（
一
七
％
）
で
あ
る
。
東
近
江
地
域
は
人
口
二
三
万
人
強
（
一
七
％
）
で
面
積
七
二
八
（
一
八
％
）
で
あ
る
。
湖
東
地
域
は
人
口
一
五
万
人
強

（
一
一
％
）
で
面
積
三
九
二
（
一
〇
％
）
で
あ
る
。
湖
北
地
域
は
人
口
一
六
万
人
強
（
一
二
％
）
で
面
積
九
三
一
強
（
二
三
％
）
と
な
っ
て
い

る
。
滋
賀
県
の
市
の
人
口
は
三
〇
万
人
を
超
え
て
中
核
市
と
な
っ
て
い
る
大
津
市
を
除
く
と
、
草
津
市
と
長
浜
市
が
一
二
万
人
強
、
東
近

江
市
と
彦
根
市
が
一
一
万
人
強
で
あ
る
が
、
残
り
は
一
〇
万
人
以
下
で
あ
る
。
米
原
市
は
四
万
人
程
度
で
現
在
の
市
の
要
件
（
五
万
人
以

上
）
を
満
た
し
て
い
な
い
。

一
〇
年
間
で
実
施
さ
れ
た
平
成
の
大
合
併
で
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
の
三
二
三
二
市
町
村
が
、
二
〇
〇
六

（
平
成
一
八
）
年
三
月
三
一
日
に
一
八
二
一
市
町
村
と
な
り
一
四
四
一
市
町
村
が
減
少
し
て
い
る
が
、
残
り
の
四
年
間
で
は
一
〇
〇
程
度
の

減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
は
、
前
半
は
実
際
に
合
併
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
後
半
で
は
広
域
連
合
な
ど
の
活
用

に
よ
る
実
質
的
な
合
併
の
推
進
を
示
唆
し
て
い
た
。
湖
東
定
住
自
立
圏
は
彦
根
市
を
中
心
と
す
る
一
市
四
町
の
圏
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

圏
域
全
体
の
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
湖
東
広
域
衛
生
管
理
組
合
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
愛
荘
町
を
除
い
た
一
市
三
町
の
間
で
は
彦

根
市
犬
上
郡
営
林
組
合
や
大
滝
山
林
組
合
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
一
体
化
し
た
広
域
行
政
の
体
制
は
整
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
定
住
自
立
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圏
の
設
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
東
近
江
地
域
で
も
、
構
成
す
る
二
市
二
町
に
愛
荘
町
を
加
え
た
広
域
行
政
推
進
の
た
め
の
東
近
江
行
政
組

合
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
近
江
市
と
愛
荘
町
の
間
で
も
、
広
域
行
政
を
目
的
と
し
た
愛
知
郡
広
域
行
政
組
合
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。
愛
荘
町
の
帰
属
地
域
を
明
確
に
す
る
必
要
も
な
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
二
つ
の
地
域
で
も
広
域
行
政
の
体
制
は
整
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
南
部
地
域
で
は
定
住
自
立
圏
を
設
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
四
市
に
よ
る
広
域
連
合
を
設
定
す
る
こ
と
で
実
質
的
な
合
併
を
実
現

す
る
か
、
滋
賀
県
第
二
の
中
核
都
市
を
目
指
し
て
合
併
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
湖
北
地
域
に
お
い
て
も
二
市
の
合
併
あ
る
い
は
広
域

連
合
等
の
設
定
に
よ
る
実
質
的
な
合
併
か
を
推
進
す
る
道
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
滋
賀
県
で
は
県
が
設
定
し
た
七
つ
の
地
域
に
お
い
て
、
若
干
の
地
域
の
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
特

性
を
前
提
と
し
た
広
域
行
政
推
進
体
制
が
整
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
か
つ
て
大
津
湖
南
地
域
広
域
市
町
村
圏
が
設
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
圏
域
の
五
市
が
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
六
五
万
人
強
の
政
令
指
定
都
市
を
構
成
す
る
可
能
性
も
残
っ
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
隣
接
す
る
人
口
五
万
人
強
を
高
島
市
を
加
え
れ
ば
、
六
市
の
合
併
に
よ
り
七
〇
万
人
強
の
大
都
市
が
誕
生

す
る
。
さ
ら
に
地
方
生
活
圏
を
単
位
と
し
て
甲
賀
地
域
の
二
市
も
加
え
た
場
合
、
そ
こ
に
は
八
五
万
人
規
模
の
大
都
市
の
誕
生
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
内
部
に
地
域
審
議
会
等
の
準
自
治
体
を
適
正
に
配
置
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
類
似
し
た
準
自
治
体
を
誕
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
の
大
合
併
が
一
〇
〇
〇
程
度
の
自
治
体
へ
の
合
併
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
平
均
人
口
は
一
二
万
人
程
度
と

な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
地
方
自
治
体
（
市
に
統
一
）
の
構
成
に
類
似
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
関
西
広
域
連
合
が
近
畿
州
に
移
行
す
る

か
否
か
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
広
域
自
治
体
の
拡
大
は
、
必
然
的
に
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
に
対
し
て
、
狭
域
的
（
身
近
な
）
行
政
を
担
当
す
る
パ
リ
ッ
シ
ュ
等
の
準
自
治
体
を
整
備
し
て

八
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い
る
。
滋
賀
県
に
お
い
て
明
確
な
基
礎
自
治
体
の
広
域
化
と
準
自
治
体
の
配
置
を
実
施
し
て
い
け
ば
、
滋
賀
県
は
平
成
の
大
合
併
後
の
日

本
の
地
方
自
治
制
度
改
革
の
モ
デ
ル
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
地
域
と
い
え
る
（
23
）

。

註（
1
） 

滋
賀
県
の
実
態
に
関
し
て
は
、
滋
賀
県
総
合
計
画
部
統
計
課
編
『
し
が
統
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
二
〇
一
三
年
版
）』
七
頁
「
図
で
み
る
滋
賀
県

の
姿
二
〇
一
三
」「
一　

自
然
」（http://w

w
w
.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/handbook/handbook2013/index.htm

l#1

）
や
、
矢
野
恒
太
郎
記

念
会
編
『
デ
ー
タ
で
み
る
県
勢　

二
〇
一
三
版
』
同
記
念
会
・
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
発
行
、
市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
編
『
全
国
市
町
村
要
覧

﹇
平
成
二
四
年
版
﹈』
第
一
法
規
・
平
成
二
四
年
一
一
月
二
〇
日
、
国
土
地
理
協
会
編
『
住
民
基
本
台
帳
人
口
要
覧
（
平
成
二
四
年
版
）』
同
協
会
・

平
成
二
四
年
八
月
等
を
参
照
し
た
。

（
2
） 

福
井
県
に
関
し
て
は
、
福
井
県
政
策
統
計
・
情
報
課
編
『
福
井
県
統
計
年
鑑　

平
成
二
三
年
版
』「
1　

土
地　

2　

位
置
」（http://w

w
w
.

pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/youran/kensei25.htm
l

）
を
、
三
重
県
に
関
し
て
は
、
三
重
県
戦
略
企
画
部
統
計
課
編
『
三
重
県
の
あ
ら

ま
し
（
三
重
県
勢
要
覧
概
要
版
）』
平
成
二
五
年
六
月
、（http://w

w
w
.pref.m

ie.lg.jp/D
A
T
A
B
O
X
/yoran/yoran13/pdf/a-all.pdf

）
を
参
照

し
た
。

（
3
） 

滋
賀
県
統
計
課
・
前
掲
書
・
七
頁

（
4
） 

「
日
本
の
中
央
（
臍
）」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
領
土
の
緯
度
と
経
度
か
ら
考
え
る
と
、
東
経
一
三
五
度
と
北
緯
三
五

度
の
交
差
点
が
日
本
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
点
は
兵
庫
県
西
脇
市
に
あ
り
、
同
市
に
は
日
本
の
へ
そ
公
園
と
日
本
の
へ
そ
公
園
駅
が

お
か
れ
て
い
る
﹇
西
脇
市
編
「
日
本
の
へ
そ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」（http://w

w
w
.city.nishiw

aki.lg.jp/ikkrw
ebB
row
se/m

aterial/fi les/group/

5/center%
20of%

20japan.pdf

）﹈。
緯
度
と
経
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
人
口
を
二
等
分
す
る
線
に
お
い
て
緯
度
線
と
経
度
線
が
交
わ
る
位
置
を

中
央
値
中
心
と
い
い
、
日
本
の
中
央
値
中
心
は
長
野
県
飯
田
市
付
近
に
あ
る
た
め
、
飯
田
市
は
「
日
本
の
へ
そ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（W

ikipedia

「
臍
」
の
な
か
の
「
中
心
の
比
喩
」
参
照
）。
ま
た
日
本
の
国
土
の
重
心
が
新
潟
県
糸
魚
川
市
で
あ
る
こ
と
はW

ikipedia

「
臍
」
の
中
の
「
重
心
の
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比
喩
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
人
口
の
重
心
の
推
移
）
に
つ
い
て
は
「
日
本
の
真
ん
中
に
つ
い
て
」
の
中
に
あ
る
「
日
本
の
人
口
重
心

の
推
移
」
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
（http://m

iraikoro.3.pro.tok2.com
/study/m

ekarauroko/C
enter_of_Japan.htm

）。

そ
の
ほ
か
に
も
何
ら
か
の
理
由
で
あ
る
地
点
を
日
本
の
中
心
（
臍
）
と
す
る
主
張
が
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
長
野

県
上
伊
那
郡
辰
野
町
の
、「
日
本
の
緯
度
経
度
が
〇
分
〇
〇
秒
で
交
わ
る
点
は
国
内
に
四
〇
カ
所
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
辰
野
町
の
ゼ
ロ
ポ

イ
ン
ト
は
「
日
本
の
地
理
的
中
心
で
あ
る
」
と
の
記
載
が
「
信
州
大
学
大
全
」（
元
長
野
県
立
歴
史
博
物
館
長　

市
川
健
夫
著
）
に
あ
り
ま
す
」
と

い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
地
点
に
近
い
鶴
ヶ
峰
に
「
日
本
の
中
心
の
標
」
を
設
置
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
﹇
長
野
県
辰
野
町
Ｈ
Ｐ
・「
日
本
の
地

理
的
中
心
〇
（
ゼ
ロ
）
ポ
イ
ン
ト
（http://w

w
w
.tow
n.tatsuno.nagano.jp/zeropoint.htm

l

）」﹈
こ
と
や
、
群
馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
群

馬
の
強
み　

〜
『
日
本
の
真
ん
中　

群
馬
県
』
〜
」
と
の
記
述
と
と
も
に
、
群
馬
県
を
中
心
に
円
を
描
く
と
、
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
県
ま
で
す
っ
ぽ

り
と
入
り
、
日
本
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
位
置
す
る
。
本
県
中
心
部
の
渋
川
市
に
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
東
征
の
帰
途
に
「
日
本
の
臍
石
（
へ
そ
い
し
）」

と
定
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
臍
石
」
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
渋
川
市
を
日
本
の
中
心
と
し
て
い
る
（http://w

w
w
.pref.gunm

a.jp/07/

b0900030.htm
l

）
こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
） 

安
土
城
に
関
し
て
はW

ikipedia

の
「
安
土
城
」
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
6
） 

滋
賀
県
の
歴
史
に
つ
い
て
は
大
津
市
『
統
計
お
お
つ
《
平
成
二
三
年
度
概
要
版
》』
と
読
売
新
聞
東
京
本
社
編
集
局
校
閲
部
編
『﹇
最
新
版
﹈
都

道
府
県
別
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
・
二
〇
一
〇
年
五
月
二
八
日
一
五
七
│
一
六
一
頁
を
参
照
し
整
理
し
た
。
ま
た
廃
藩
置
県
以
降
の
滋
賀

県
の
歴
史
は
読
売
新
聞
・
前
掲
書
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
7
） 

滋
賀
県
の
市
町
村
及
び
郡
の
変
遷
に
つ
い
て
は
滋
賀
県
『
県
政
情
報
』
の
中
の
「
県
内
の
市
町
村
一
覧
」
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
8
） 

法
務
省
統
計
局
「
人
口
推
計
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
日
現
在
）
│
全
国
：
年
齢
（
各
歳
）、
男
女
別
人
口
・
都
道
府
県
：
年
齢
（
五
歳
階
級
）、

男
女
別
人
口
│
（http://w

w
w
.stat.go.jp/data/jinsui/2011np/

）、
と
矢
野
・
前
掲
書
・
三
七
九
頁
参
照

（
9
） 

総
務
庁
自
治
行
政
局
市
町
村
課
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
現
在
）
の
概
要
」
を
参
照
し
て
整
理

し
た
。

（
10
） 

衆
議
院
地
方
行
政
調
査
室
編
『
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
審
議
概
要
』（
昭
和
四
九
年
）
二
〇
六
〜
二
一
五
頁
参
照八

六
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
八
〇
）

（
11
） 

森
川
洋
著
『
ド
イ
ツ
市
町
村
の
地
域
改
革
と
現
状
』
古
今
新
書
二
〇
〇
五
年
参
照

（
12
） 

広
域
行
政
圏
や
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
の
内
容
に
関
し
て
は
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
『
平
成
六
年
改
訂　

広
域
行
政
圏
要
覧
』

第
一
法
規
・
平
成
七
年
三
月
、
建
設
省
計
画
局
地
域
計
画
官
監
修
『
地
方
生
活
圏
要
覧　

昭
和
五
七
年
度
版
』（
財
）
地
域
開
発
研
究
所
・
昭
和

五
八
年
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
13
） 

琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
県
「『
琵
琶
湖
リ
ゾ
ー
ト
ネ
ッ
ク
レ
ス
構
想
』
の
見
直
し
に
つ
い
て
」（
案
）
平
成

二
〇
年
一
一
月
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
14
） 

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
関
し
て
は
、
全
国
拠
点
都
市
地
域
整
備
推
進
協
議
会
編
『
地
方
拠
点
都
市
地
域
基
本
計
画
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
』
ぎ
ょ
う
せ

い
・
平
成
七
年
参
照
。
四
次
に
わ
た
る
全
国
総
合
開
発
計
画
関
係
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
自
治
省
・
前
掲
書
参
照

（
15
） 

総
務
省
「
市
町
村
合
併
資
料
集
」（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/gappei/

）
か
ら
必
要
な
資
料
を
抜
粋
し
て
整
理
し
た
。
な
お
平
成
の
大
合
併

に
関
し
て
は
、
拙
論
文
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政　

│
平
成
の
大
合
併
と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
に
し
て
│
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研

究
』
第
四
六
巻
第
三
号
・
平
成
二
一
年
一
二
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

滋
賀
県
内
の
郡
と
市
町
村
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、「
都
道
府
県
市
町
村
（
デ
ー
タ
と
雑
学
で
遊
ぼ
う
）」
の
中
の
「
市
町
村
の
変
遷
情
報
」

（http://uub.jp/upd/shiga.htm
l

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
17
） 

滋
賀
県
『
し
が
統
計
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
二
〇
一
三
年
版
）』、『
県
政
情
報
』、
矢
野
記
念
会
・
前
掲
書
、
市
町
村
要
覧
編
集
委
員
会
・
前
掲
書
、

読
売
新
聞
・
前
掲
書
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
18
） 

数
字
は
滋
賀
県
『
県
勢
情
報
』
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
19
） 

総
務
省
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
研
究
会
『｢

平
成
の
合
併｣
の
評
価
・
検
証
・
分
析
』
六
〇
頁
〈
図
表
66
〉
や
総
務
省
「『
地
方
公
共
団
体
間

の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
調
べ
（
平
成
二
四
年
七
月
一
日
現
在
）』
の
概
要
」
を
参
照
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
部
事
務
組
合
は
一
九
七
四

（
昭
和
四
九
）
年
に
は
三
〇
三
九
組
合
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
に
は
一
五
四
六
組
合
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
半

減
し
た
。
し
か
も
「
一
部
事
務
組
合
は
構
成
団
体
が
二
団
体
の
も
の
が
五
六
八
組
合
で
全
体
の
三
六
・
七
％
と
最
も
多
く
、
以
下
、
三
団
体
の
も
の

三
六
七
組
合
（
二
三
・
七
％
）、
四
団
体
の
も
の
二
〇
三
組
合
（
一
三
・
一
％
）
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
全
体
の
七
割
を
超
え
て
い
る
」
の

八
六
四



滋
賀
県
の
平
成
の
大
合
併
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
八
一
）

で
あ
る
。
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
一
部
事
務
組
合
が
ほ
ぼ
半
減
す
る
と
と
も
に
そ
の
構
成
市
町
村
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（http://

w
w
w
.soum

u.go.jp/iken/68246.htm
l

参
照
）。

（
20
） 
総
務
省
（
総
務
事
務
次
官
・
通
知
）｢

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱｣

（
総
行
応
第
三
九
号
）
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
・
一
ペ
ー
ジ
：

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_new

s/s-new
s/2008/pdf/081226_5_2.pdf

）
参
照

（
21
） 

定
住
自
立
圏
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
『
定
住
自
立
圏
構
想
』
の
「
定
住
自
立
圏
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
」（http://w

w
w
.soum

u.

go.jp/m
ain_content/000222500.pdf

）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
22
） 

地
域
審
議
会
、
一
般
制
度
の
地
域
自
治
区
、
合
併
特
例
の
地
域
自
治
区
、
合
併
特
例
区
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
の
地
域
自
治
組
織
に
対

す
る
二
つ
の
資
料
、（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/kouiki/pdf/H
20.4.1.pdf

）
と
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/gapei/sechijyokyo01.htm
l

）

を
対
比
し
て
作
成
し
た
。

（
23
） 

最
後
の
ま
と
め
は
総
務
省
の
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
（
概
要
）」
や
「
市
町
村
合
併
資
料
集
」
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
各
国
と
の
比

較
は
拙
論
文
・
前
掲
や
拙
著
『
パ
リ
ッ
シ
ュ
』
北
樹
出
版
二
〇
〇
四
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八
六
五




